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マンションすまい・る債のしおり
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このしおりは、「マンションすまい・る債」についての重要な事項をお

知らせするものですので、債券の積立てを行う前に必ずご覧ください。申

込みに当たっては、このしおりの内容及ぴ申込証記載事項を承認の上、申

込証の代表者署名欄に代表者の方(理事長等)が自署してください。

また、債券の満期を迎えるまで又は債券の買入請求(中途換金の申出)

の手続を終えるまで、「積立手帳」及ぴ「届出印の登録及ぴ元利金自動振

込依頼書」ととも1ここのしおりを大切に保管し、代表者の方が交代する際

は必ず引継ぎを行ってください。

「マンションすまい・る債」とは、独立行政法人住宅金融支援機構が独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)

に基づき発行する住宅金融支援機構債券(マンション債券)の愛称です。
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マンションすまい・る債積立てのしくみ

債券の積立て

債券の積立てとは、原則として、マンション全体の1年当たりの修繕積立金額に、前年度決算

における修繕積立金会計の残高(定期的に積み立てた修繕積立金の残高や修繕積立基金の残高な

ど修繕積立金会計の各科目の残高の合計額から借入金を除いた額をいいます。)を加えた金額の

範囲内で独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」といいます。)が発行する債券(利付10

年債)を購入することをいいます。

なお、購入された債券は、必ず機構が無料で保護預り(債券の保管)をさせていただきます。

【利付10年債とは?】

一般的に利付債とは、定期的に利息が支払われ、満期が到来すると元本を返済すること

を約束した確定利付きの有価証券です。利息の支払方法や満期までの年数などに応じて

様々な種類のものが発行されています。

利付10年債とは、満期までの期間が10年の利付債をいいます。

【保護預りとは?】

保護預bとは、積み立てた債券が盗難・火災・紛失などの事故に遭い、財産の保全に支

障を来すことのないように、管理組合に代わって機構が債券を保管する制度です。

2 積立てのしくみ

同一口数で継続して積立てする場合、1回以上『又大10回侮年1國連続して積み立てることガ子きます。

途中で1回当たりの積立口数を変更すること及び複数回分(複数年分)をまとめて積み立てる

ことはできません。

途中で積立てを中断され、その後再開する場合や積立口数を変更される場合は、再度、新たに

応募を行った上で、積み立てる必要があります。

3

【積立てのしくみ(イメージ)】

積み立てる債券の単位(発行単位)は1050万円です。

1回当たりの積立口数(積立額)は積立組合(※)にお渡しした積立手帳に記載されている口数

(金額)となりますにの口数は積立組合が本制度への応募の際に指定された口数です。)。

※機構が定める募集口数の範囲内で積立てができるマンシヨン管理組合として、機構が選定し
た管理組合をいいます。以下同じです。

1回当たりの積立口数(積立額)

第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回

(積立開始から)

毎年1 回、 10回連続
して同一の積立口数
(同一金額)を積立
てできます。

<参考>積立途中での積立口数(積立額)の変更・積立ての中止

積立口数(積立額)の変更

現在積み立てている債券は、積立ての途中で毎回の積立口数を変更することはできません。

を希望される場合は、再度、新たに応募を行った上で、積み立てる必要があります。

ご注意】

新たに応募する分について、募集口数を超える応募により抽せんとなった場合は、積み

立てられない可能性があります。あらかじめそ了承ください。

新た{こ応募する分について、積立てができるマンション管理組合の要件等が変更となる

場合があります。この場合、応募要件に適合していないためで応募いただけない可能性

があります。あらかじめそ了承ください。

2

積立期間

3

債券の利率は、毎年発行の
都j守決まります。

積立てごとに満期の時期が
異なります。

4

毎年2月に
利息の受取

5 6 7 8 9年

術">

1積立口数を増やす場合】

②ム,ー

糊"'・・1-。積立て 12別々(※1)
+く預立限度額にこ注

継続継続積立て
①

現在増口後

【積立口数を減らす場合】

19年後

積立中止

①

②
新規

現在減口後

●今後の積立て
①現在の積立分は積立てを中止
②新規応募分のみ積立て

積立ての中止

特別な手続は不要です。積立てを中止される場合は、遡寸された積立用書類(1届△イ衣頼書、申込

証等)は、破棄してください(積立てを中断すると翌年以降、積立用書類は遡寸されません。)。

これまでに積み立てた債券については、修繕工事のために買入請求を行うことも、満期まで

保有することもできます。

積立用書類は積立継続用と新規応募用がそれぞれ※1

別々に送付されます。また、積立金の振込みについ

てもそれぞれ別々に行う必要があります。

※2 積立口数を増やす場合、 1継続十 2新規の積立額

の合計は、原則として、マンション全体の1年当た

りの修繕積立金額に、前年度決算における修繕積立

金会計の残高(定期的に積み立てた修繕積立金の残

高や修繕積立基金の残高など修繕積立金会計の各科

目の残高の合計額から借入金を除いた額をいいま

す。)を加えた金額の範囲内となります。
回
回
回
回

1
2
3
4

第
第
第
第



第 1 各種手結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

0 粁、手結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

@ 1主券の利申の取・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

目債券の買入れ(中耐奥金) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

6 残・正明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

@仟券の満期{・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

@積」ι組合1こ負チ旦し、たたく主な費用・税金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23

@変更手結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24

@圭類の送付先1こついて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35

0 粁、金の保全・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37

φ L んなとキ 1一は・・・ワ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40

φマンションすまい・る債積」ι佑4度手続規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41

但粁、ての特典・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45

●マンション壮用部分リフォーム融資のC案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46

第 2 早 C使用し、アー才一く圭類の言己入伊1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49

1 初回の積立てを行う時

①「保護預り申込書兼告知書」

②一1 嘱出印の登録及ぴ元ネ1」金自動届△依頼割卸字内容に変更がない場合)

②一2 偏出印の登録及ぴ示1」金自動辰込依頼割卸字内容に変更がある場合)

③「申込証」

④「振込依頼書」

2回目以降の積立てを行う時

①「申込証」

②「振込依頼書」 法人番号提供に関するお願い

2016年1月の「マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)」開始に伴い、マンション管理組合が法人登記

を行っている場合又は収益事業開始届出若しくは給与支払事務所等の開設届出を行っている等の場合、法人番

号が指定されることになりました。また、所得税法等に基づきご提出いただく「保護預り申込書兼告知書」の

告知事項に法人番号が追加されました。

法人番号の指定を受けている積立組合におかれましては、「保護預り申込書兼告知書」の法人番号の有無欄

の「有」に0を記入した上で、法人番号をご記入いただきますようお願いします。また、告知に当たっては、

法人番号確認書類(法人番号指定通知書のコピー又はインターネット上の「国税庁法人番号公表サイト」で検

索した結果を印刷したもの(6か月以内に印刷したもの))を併せてご提出いただく必要があります。ご理解

の上、ご協力いただきますようお願いします。

なお、法人番号の指定を受けてぃない積立組合は、「保護預り申込書兼告知書」の法人番号の有無欄の「無」

に0を記入してください(法人番号欄の記入は不要です。)。

また、マンションすまい・る債を保有している間に法人番号の指定を受けた場合は、機構に法人番号をご提

供いただく必要がありますので、機構住宅債券事務センター(03-5800-9479)まで速やかにご連絡ください。

変更手続時(代表者の方の氏名・住所、積立組合の名称・戸斤在地、代表者以外の方

の連絡先(会計担当役員等の方や管理会社等)、届出印の変更の場合)

「登録内容の変更届出書(元利金自動振込依頼書兼用)」

変更手続時(元利金自動振込先口座のみの変更の場合)

「登録内容の変更届出書(元利金自動振込依頼書兼用)

買入請求(中途換金の申出)をする時

「債券買入請求書」

プライバシーポリシー(個人情報保護方針)

機構は、高度情報通信社会における個人情報の保護及び適切な管理の重要性を深く認識し、保有する個人

情報を適切に取り扱うこととし、個人情報の保護に関する法令その他の諸規範を遵守するとともに、プライ

バシーポリシーに従い、個人の権利利益の保護のために誠実かつ積極的に取り組みます。

機構のプライバシーポリシーについて、詳しくはホームページ(https://VVVVVV.jhf.80.jp/privacy/

Policy.htmD をご覧ください。

反社会的勢力と関係がある管理組合はこの制度を利用できません。

積立開始後に、反社会的勢力と関係があることが判明した場合、機構は積立組合に対して積立継続をお断

りし、既に積み立てていただいた債券については、積立組合の承諾を得ることなく、中途償還します(師

P44参照)。

このしおりでは、機構からお送りする書類の名称から「マンションすまい・る伺を省略して記載しております。

※このしおりは2018年11月現在における情報に基づいて作成しております。

3

本人確認に関するお願い

マンションすまい・る債のご利用に当たっては、以下の際に積立組合の代表者の方の氏名・住所・生年月

日の記載された公的機関の発行した証明書類等によりご本人であることを確認させていただきます。これら

の書類は、所得税法等の定めに基づきご提出いただく必要がありますので、ご理解の上、ご協力くださいま

すようお願いします。

・初回の積立手続(2018年度の積立用書類返送期間は、 2018年11月16日~12月25日)を行う場合

・積立組合から届け出ていただいている代表者の方に変更が生じた場合(代表者の方の氏名・住所の変更時)

※上記の取引以外にもご本人の確認をさせていただくことがありますので、ご協力ください。

※本人確認ができない場合は、各種お取引のご請求をお受けできませんので、ご了承ください。

※本人確認のためご提出いただいた代表者の方の氏名・住所・生年月日が記載された次のいずれか1つの書

類は、機構が定める期間保管し、ご返却には応じかねますので、ご了承ください。

運転経歴証明書のコピー(表裏両面)運転免許証のコピー(表裏両面)

・健康保険証のコピー(住所の記載があるもの) ・印鑑証明書(発行後3か月以内の原本)

住民基本台帳力ードのコピー(表裏両面)・住民票(発行後3か月以内の原本)

・パスポートのコピー(顔写真のぺージ及び所持人記入欄(住所等記入済)のぺージ)

・マイナンバーカードのコピー(表面のみ)

※本人確認を含め、機構の求めに応じた手続及び書類の提出がなされない場合、積立ての資格を失います。
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第1章各種手続

積立手続

積立用書類翌着後の流れ

●積立用書類のご返送(1ν16~12/25)

※返送先は事務受託銀行(みずほ銀行証券部)となります。

積立組合の手続

.

▼

●積立金の振込み(1ν16~2/1)

毎年

●積立て(年1 回 11月~2月頃、最高10回)

●利息のお受取(年1回 2月)

●マンション管理情報誌のお受取(年2回)

.

▼

修繕工事を実施する場合

●債券の買入れのご請求(中途換金の申出)

※初回の積立てから1年経過以後

●マンション共用部分リフォーム融資のご利用

機構の手続

積立用書類の送付

2 積立てのスケジュール

毎年 ▼'

●積立用書類(2回目以降)の送付(年1回

11月頃、最高10回)

●残高証明書の送付(年1回ご希望の月)

●利払通知書の送付(年1回 1月頃)

●発行通知書の送付(年1回 3月頃)

▼

債券の発行(2/2の

2018年度応募の積立てのスケジュールは、以下のとおりです。

初回の積立てから10年後似降、毎年各積立てから10年倒

満期償還金のお受取(2月)

積立回数

第1回

積立用書類の送付

(機構→積立組合)

第2回から

第10回

2018年11月15日頃

※積立てを行わなかった場合は、それ以降の積立ての権利を失います(既に積立てを行った債券

は有効です。)。

※上記の債券の発行日が銀行休業日に当たる場合は、翌営業日に債券発行を行います。

※第2回以降の積立のスケジュールは、変更となる場合があります。

【ご注意】

積立てに当たっては、機構が定めた各手続の期間内1こ所定の手続(.積立用書類の返送

十.積立金の振込み)が完了しない場合、その積立手帳に係る積立ての権利を失います

(他の積立手帳に係る積立ての権利や新たな応募には支障はありません。)。

必ず 1 積立用書類の返送→ 2 積立金の振込みの順で手続をお願いします。

①積立用書類返送期間内に有効な積立用書類の返送がない積立金の振込みに対しては、

債券発行を行わず、積立組合へお知らせすることなく返金させていただきます。

なお、返金に係る振込手数料は積立組合の負担となり、振込手数料を控除して返金し

ますのでで了承ください。

②積立用書類返送期間内に有効な積立用書類の返送があっても、積立金振込期間を経過

した後の積立金の振込みはお受けできません。この場合、積立組合へお知らせするこ

となく、債券発行は行いません。

積立用書類の送付において、書類力Ⅵつでも不足した場合、債券の積立てができなくな

ることがありますので、で注意ください。

なお、書類の到着確認に関するお問合せには応じかねます。期限には余裕をもってで送

付くださいますようお願いします。

※積立手続は全て機構が指定する事務受託銀行であるみずほ銀行の証券部を通じて行って

いただきます。

なお、手続は全て郵送及ぴ振込みにより行うことになります(機構及ぴみずほ銀行の

窓口では手続はできません。)。

2027年まで

毎年11月中旬頃(予定)

積立用書類の返送順立組合→

みずほ銀行証券調

2018年11月16日

~12月25日

2027年まで

毎年11月中旬~

12月下旬(予定)

初回の積立てから10年後似降、毎年各積立てから10年倒

満期償還金支払通知書の送付(1月頃)

積立金の振込み

(積立組合)

2018年11月16日

~2019年2月1日

2027年まで

11月中旬~

翌年2月上旬(予定)

債券の発行

(機構)

2019年2月20日

2028年まで

毎年2月20日(予定)

.

.

.

.

.

.

.

.



3 積立ての手順と必要書類

く機 構>

積立用書類の送付

^債券発行通知書の送付

^積立用書類の送付

積立てのスケジュール(師P6参照)に基づき、積立用書類を機構から積立組合の代表者の方

のご自宅又は積立組合が別途指定した管理会社に送らせていただきます。

第2回以降の積立てについては、積立用書類を毎年11月中旬頃(予定)に送らせていただきます。

積立用書類は、積立申込書(第1回の積立てに当たりご応募いただいた申込書)にご記入いた

だいた積立予定回数にかかわらず、前年度に積立てを行っこ積立組合に送付します。積立てを継

続しない場合、特別な手続は不要です。送付された積立用書類は破棄していただいて結構です。

なお、積立てを中断すると翌年以降、積立用書類は送付されません。

機構から積立用書類を送る際は簡易書留郵便により送らせていただきます。

第1回の積立ての際に機構からお届けする書類

※応募受付期間に「送付先指定依頼書」(師P35、36参照)をご提出いただいた場合は、初回積

立用書類はご指定の管理会社に送付されます。同封されている積立手帳と本冊子(しおり)は

代表者の方に引継ぎを行う等により大切に保管してください。

事務委託

^必要書類の準備
^必要書類の返送
^積立金の準備
^積立金の振込み

<積立組合> <みずほ銀行き券部>

^積立金及ぴ積立用書類の確認
^債券の発行
.8 債券剣テの報告及ぴ債券

の保護預り

積立用書類

積立手続のご案内(概要)

主な発行条件のお知らせ

保護預り申込書兼
告知皇

届出印の登録及び
元利金自動振込依頼書

返送用封筒

書類の内容

積立手続のスケジュールや必要書類などの手続の概要が記載された書面

今回積み立てる債券の発行条件(利率など)が記載された書面

積み立てた債券を機構が保護預りさせていただくために必要な書類(
P49、 50参照)

積立てに関する手続全般で使用する届出印を指定していただくため並びに
利息、買入代金(中途換金の代金)及ぴ満期償還金を今後お受取になる際
の金融機関の口座を指定していただくための書類。応募をされてから現在
までに代表者等に変更があった場合は、この書類でホ更の届出をしてくだ
さい。(師 P51~54参照)

機構が指定する債券の発行条件(利率など)に同意して積立金を払い込むこ
とが記載された書類で、債券発行の申込みに必要なもの(師P55、56参照)

積立金を振り込んでいただくための書類( P57、58参照)。振込み後の
振込金受f 書は、証拠聿類として大切に保管してください。

記載事項保護シール

(返送用封筒用)

積立手帳

申込証

マンションすまい・る債
のしおり領立手帳別冊)

積立関係書類保管用
ファイル

登録内容の変更届出書
(元利金自動振込依頼書兼剛

振込依頼書

(振込金受領書付き)

積立手続に必要な書類を積立組合からみずほ銀行証券部にご返送いただく
際に使用する封筒

返送用封筒の[積立手続についての連絡先]欄に貼付するシール
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【重要・要保存1 積立てができる管理組合であることを証する書面。代表者
の方が交代する際には、必ずこのしおりと一緒に引継ぎを行ってください。

【重要・要保存】本冊子。代表者の方が交代する際には、必ずこのしおり
の引継ぎを行ってください。

積立手帳など積立組合のお手元で管理していただく書類を保管するための
ファイル

今後の変更手続において使用する書式(師P63~66参照)

第2回以降の積立ての際に機構からお届けする書類

積立用書類

2回目以降の積立てを行
うお客さまへ

主な発行条件のお知らせ

申込証

振込依頼書

(振込金受領書付き)

返送用封筒

記載事項保護シール
(返送用封筒用)

登録内容の変更届出書

(元利金自動振込依頼書兼剛

書類の内容

積立手続のスケジュールや書類の記入方法などが記載された書面

今回積み立てる債券の発行条件(利率など)が記載された書面

機構が指定する債券の発行条件(利率など)に同意して積立金を払い込むこ
とが記載された書類で、債券発行の申込みに必要なもの(師P59、60参照)

積立金を振り込んでいただくための書類(妙P61、62参照)。振込み後の
振込金受領書は、証拠書類として大切に保管してください。_

申込証をみずほ銀行証券部にご返送いただく際に使用する封筒

返送用封筒の[積立手続についての連絡先]欄に貼付するシール

【ご注意】

・2回目以降に送付する書類の種類・名称・内容は一部変更することがありますの

了承ください。

・書類への記入に当たっては、消せるボールペンを使用しないでください。

・機構から送らせていただいた書類を紛失された場合は、機構住宅債券事務センターま

でご連絡ください。

機構住宅債券事務センター 03・5800・9479(通話料金がかかります。)

営業時問 9:00~17:00 (土日、祝日、年末年始は休業)

今後の変更手続において使用する書式(師P63~66参照)



^必要書類の準備・返送

積立用書類が届きましたら、必要書類の準備をしていただき、積立用書類返送期問内(第1回

の積立ては2018年11月16日~12月25日、第2回以降の積立ては毎年11月中旬~12月下旬(予定))

に、返送用封筒に必要書類を封入し、みずほ銀行証券部にご郵送ください。

各書類のご記入方法や注意点は、49ページ以降の「ご使用いただく書類の記入例」を参照して

ください。

第1回の積立ての際に準備・返送いただく書類

法人登記していない積立組合の場合

①保護預り申込書兼告知書

②届出印の登録及び元利金自動振込依頼書

③申込証

④代表者の方の氏名・住所・生年月日が記載された下記いずれか1つの書類

・運転経歴証明書のコピー(表裏両面)・運転免許証のコピー(表裏両面)

健康保険証のコピー(住所の記載があるもの)・印鑑証明書(発行後3か月以内の原本)
イ主民基本台帳力ードのコピー(表裏両面)・住民票(発行後3か月以内の原本)

・パスポートのコピー(顔写真のぺージ及び所持人記入欄(住所等記入済)のぺージ)

マイナンバーカードのコピー(表面のみ)

【元利金自動振込先口座についてのご注意】

利息、償還金及ぴ買入代金をお受取になる際の口座は、修繕積立金の管理のための口座
で、次の条件を全て満たす口座をご指定ください。
・積立組合自身の預金口座で、かつ、口座名義が管理規約に定められた積立組合の名称と
同一であるもの

・普通預金又は当座預金(定期預金、金銭信託等はご指定できません。)
・銀行のほか、信用金庫、信用組合、農業協同組合、漁業協同組合、労働金庫、ゆうちょ
銀行等の国内店舗の口座(証券会社及ぴ保険会社の口座はご指定できません。)
この条件に該当する口座がない場合は、積立手続時までに口座の開設をしていただくこ

※①から③までの書類につきましては、機構から送らせていただいている書類に必要事項

を記入してください(消せるボールペンは使用しないでください。)。

※④の書類につきましては、個人情報保護の観点により、本籍地を黒塗りしたもの又は本

ととなります。

籍地め記載を省略したものをご準備ください(本籍地を黒塗りすることにより住所地が
確認できなくなる場合は、黒塗りにしないようお願いします。)。

なお、この書類は、所得税法等の定めに基づき、積立組合の代表者の方にご提出いただ

くものです。

法人登記している積立組合の場合

①保護預り申込書兼告知書

②届出印の登録及び元利金自動振込依頼書

③申込証

④積立組合法人の印鑑証明書(発行後3か月以内の原本)
※①から③までの書類につきましては、機構から送らせていただいている書類に必要事項

を記入してください(消せるボールペンは使用しないでください。)。

※④の書類は、届出印が積立組合法人の印鑑登録のある印であることを確認するためのも

のです。

※代表者の方の氏名・住所・生年月日を確認するため、「法人登記していない積立組合の場

合」に記載した、代表者の方の書類の提出をお願いする場合があります。

第2回以降の積立ての際に返送いただく書類

機構から送らせていただく次の積立用書類に必要事項をご記入の上、ご返送ください。

・申込証

※代表者の方の変更など積立組合から届出いただいている内容に変更が生じた場合は、このほか

にも必要な書類があります(師P24~34参照)。

【登録内容に変更がある場合のご注意】

10月20日頃にお送りしている「受付番号のお知らせ」ハガキの登録内容に変更がある場
合は、以下のとおり修正してください。

・②の「届出印の登録及ぴ元利金自動振込依頼書」の右側「変更欄」に登録内容をご記入
ください(師 P53、 54参照)。
・代表者の変更の場合は、①から④までの書類に併せて、代表権等確認書類(師P29参照)
をご送付ください。

法人番号の指定を受けている積立組合

上記の書類に加え、法人番号確認書類(師P4参照)として次のいずれか1つの書類
・法人番号指定通知書のコピー
・「国税庁法人番号公表サイト」検索結果(6か月以内に印刷したもの)

【積立用書類のご返送に当たってのご注意】

・郵送料は積立組合の負担となります。
なお、ご返送に当たっては簡易書留郵便など配達状況が確認できる方法により確実にご
返送いただくことをお勧めします。
・書類の到着確認に関するお問合せには応じかねます。期限に余裕をもってご送付いただ

」

きますようお願いします。

・ご返送いただいた証明書類(印鑑証明書など)はご返却できませんのでご了承ください。
・必要書類の控えは大切に保管してください。
・複写式の書類については右上に「送付用」とあるものをご返送ください。「積立組合控」
はご返送不要です。積立手帳とともに大切に保管してください。
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【届出印についてのご注意】

届出印は、今後の積立手続(債券の買入請求(中途換金の申出)や代表者の方の変更な
どの各種届出等)において使用する印で、みずほ銀行証券部が積立組合からの真正な申出
であるか否かを確認するためにお届けいただくものです。

なお、届出印は、原則として代表者の方個人の印ではなく、次の印となります。

(法人登記していない積立組合)積立組合の印(理事長印等)
(法人登記している積立組合)法人の印鑑登録のある印



^積立金の準備・振込み

積立用書類と同封の「積立手続のご案内」記載の積立金の振込期間内に、みずほ銀行に設置す

る指定口座へ積立金をお振り込みください。

なお、お振込みいただいた積立金(申込証拠金)には、債券の発行日までの¥1」息は付きませ
ん。

【振込みの手続に関するご注意】

積立金の振込みに際しては、機構から送らせていただく「振込依頼書」を必ず使用して

ください。

2 債券の利率と毎年の受取利息額

事務処理上の都合により、本債券の積立金の振込みについては金融機関(※)の窓口の

みの取扱いとさせていただきます(ATM及ぴ口座振替を利用した振込みはできませ

ん。)。

※銀行のほか、信用金庫、信用組合、農業協同組合、漁業協同組合、労働金庫等の国内

店舗に限ります(ゆうちょ銀行は、ご利用できません。)。

振込手数料は積立組合の負担となります。

お振込みいただいた積立金(申込証拠金)について、振込みに関する証明書及ぴ債券の

発行日までの残高に関する証明書は発行しません。積立金の振込みを行った後は、「振

込金受領書」(振込依頼書の右紙片)を振込みの証拠書類として積立組合で大切に保管

してください。

積立金及ぴ積立用書類の確認.6

積立組合から振り込まれた積立金及びご返送された必要書類に基づき、みずほ銀行証券部が債

券の積立金額や書類の内容の確認を行います。必要書類が不足するなどの場合は、みずほ銀行証

券部から積立組合に連絡をさせていただきます。

債券の発行

積立ての必要書類及ぴ積立金がととのいましたら、所定の債券発行日に債券を発行します。

債券発行の報告・債券の保護預り・「発行通知書」の送付'8

機構はみずほ銀行証券部から債券を発行した旨の報告を受けます。発行した債券は、機構から

の再委託によりみずほ銀行証券部で保護預りします。

その後、手続が完了し債券を発行した旨を記載したハガキ(「債券発行のご案内」(発行通知

書))を機構から積立組合の代表者の方のご自宅又は積立組合が別途指定した管理会社あてにお

送りします(3月中旬予定)ので、大切に保管してください。

発行通知書を万一紛失された場合には、再発行の申請が必要になります。詳しくは、「⑩こん

なときにはー・?」(師P40参照)の「債券発行のご案内(発行通知書)を紛失した」をご覧くだ

さし、。

債券の利息の受取

利息の受取のスケジユール

満期まで毎年1

積立回数

第1回

回定期的にご指定いただいた口座に、債券の利息をお振込みします。

利息の受取日債券の発行日

2020年から2029年までの毎年2月20日
2019年2月20日

(計10回)

各債券発行後伯年問毎年2月20日
2028年まで毎年2月20日(予定)

(各債券10回ずつ)(予定)
第2回から第10回

【ご注意】

・上記のスケジユールは2m8年度応募の積立てのものです。

・上記の債券の発行日が銀行休業日に当たる場合は、債券の発行日はその翌営業日になり

ます。

上記の利息の受取日が銀行休業田に当たる場合は、利息の受取日はその前営業日になり

ます。

第2回以降の債券の発行スケジユールは変更となる場合があり、これに伴い利息の受取

日も変更となることがあります。

単年利率

「単年利率」は、単年でお受取になる利息額(税引前)を算出する際に利用します。

n018年度発行債券】

経過年数単年利率 毎年の受取利息額

1年目 0.011% 0.011%

2年目 0.039% 0.039%

3年目 0.070% 0.070%

4年目 0.096% 0.096%

5年目 0.129%0.129%

6年目 0.153% 0.153%

7年目 0.188% 0.188%

8年目 0218% 0.218%

9年目 0248% 0248%

10年目 0278% 0278%

50万円

50万円

50万円

50万円

50万円

50万円

50万円

50万円

50万円

50万円

12

55円

195円

350円

480円

645円

765円

940円

1,090円

1,240円

1,390円

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X



年平均利率

「年平均利率」とは、債券ごとに受取利息額(税引前)の総額を債券発行からの経過年数で

平均した利率で、債券発行からの受取利息(税引前)の序怠額」を算出する際{こ利用します。
このため、実際の毎年(単年)お受取になる利息額に対応する「単年利率」とは異なります。

この債券では、債券発行からの期間が経過するほど「年平均利率」が上昇します。

【2018年度発行債券】

経過年数 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

年平均利率 0.011% 0.025% 0.040% 0.054% 0.0的% 0.0給% 0.098% 0.113% 0.128% 0.143%

年平均利率の考え方>例:3年目の利率

1年目の利鳥占5円、 2年目の利息195円、 3年目の利息350円

(55円十195円+350円)÷50万円÷ 3年=0.040%

<参考>

%
030

025

020

0.15

単年利率

適用となる年平均利率

0.10

0.05

0.011%
0.011 %

第2回以降の利率・受取利息額等

受取利息額を算出するために機構が設定する年平均利率は、市場金利の水準等を勘案して決

定します。

積み立てた債券がいったん発行されれぱ、その債券に関する満期までの利率や受取利息額は

確定しますが、第2回以降の各回の積立てにより発行される債券の利率や受取利息額は、今後

の発行条件決定時の市場金利水準等を勘案して決定されます。

各回の債券の利率はそれぞれ異なりますので、機構ホームページ又は毎年11月中旬頃に機構

から送付する積立用書類でご確認ください。

"ー

0.278%

0248%

債券の利息に対する課税

債券の利息は源泉分離課税の適用となり、所得税及ぴ復興特別所得税の合計15.315%(2018

年11月現在の税率)相当額を差し引いてお支払します(満期日後の利息は付きません。)。

n018年度発行債券】

128%

経過

年数

0.143%

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

6年目

7年目

8年目

9年目

10年目
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8円55円 47円

0.039% 195円 29円 166円

0.070% 350円 53円 297円

0.096% 480円 73円 407円

0.129% 645円 98円 547円

0.153% 765円 117円 648円

0.188% 940円 143円 797円

0218% 1,090円 166円 924円

0248% 189円1,240円 1,051円

0278% 1,390円 212円 1,178円

合計 1,0朋円フ,150円 6,062円

6主)今後の税率等は、変更される可能性があります。詳しくは、最寄りの税務署等にお問合せください。

単年利率

0.011%

10年

毎年の受取利患額

(税引後)
A-B

債券発行からの
経過年数

毎年の受取利息額

得兇引前)
A
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所得税及び復興特別所得税
(15.315%)
B

告知書・支払調書の取扱い

債券の利息を受け取られる積立組合は、所得税法等により利息の受取日現在での積立組合の名

称・所在地及ぴ代表者の氏名・住所等を、利息の支払者である機構に対して告知することが義務

づけられています。

また、利息の支払者である機構は、告知していただいた内容及ぴ支払利息額などを記載した支

払調書の提出を税務署に対して行うことが義務づけられています。

こうした所得税法等の取扱いに基づき、積立組合の代表者の方の氏名・住所等を届け出ていた

だく際は、積立組合が法人登記をされていない場合は代表者の方の証明書類(住民票など)を、

法人登記をされている場合は法人の印鑑証明書を併せてご提出いただく必要があります。あらか

じめご了承ください。

畢
0



3 債券の利息の受取方法

構>く機

^利息の支払に関する
事前案内
(利金支払のこ案内
(利払通知書))

利息の支払に関する事前案内

利息の受取日が近づきますと、受取利息額や元利金自動振込先口座(師PI0参照)などを記載

した利息の支払に関する事前案内のハガキ(「利金支払のご案内」(利払通知書))を機構から積

立組合の代表者の方のご自宅又は積立組合が別途指定した管理会社へ送らせていただきます(1

月第8営業日頃に発送予定)。

利払通知書を万一紛失された場合には、再発行の申請が必要になります。詳しくは、「φこん

なときにはー?」(師P40参照)の「利金支払のご案内(利払通知書)を紛失した」をご覧くだ

さし、。

事務委託

^元ネ栓自動振込先口座等
のこ確認

(元利金自動振込先口座を
変更する場合の変更の届出)^

^ STEP@元ネ恰自動振込先口座へ
利息のお支払

<積立組合>

元利金自動振込先口座等のご確認ST

「利金支払のご案内」(ネ畊厶通知書)が届きましたら、案内の記載内容をご確認ください。ご不

明な点がございましたら、住宅債券専用ダイヤル(師裏表紙参照)までお問合せください。ま

た、元利金自動振込先口座に誤りや変更がある場合は、「利金支払のご案内」(利払通知書)を受

領後、速やかにみずほ銀行証券部(廊裏表紙参照)まで変更の届出をしてください。

<みずほ銀行証券部>

^元利金自動振込先口座へ利息のお支払

利息の受取日に、みずほ銀行から元利金自動振込先口座に振込みにより利息をお支払します。

手続に当たってのご注意】

代表者等変更の都度、速やかな変更の届出がない場合には、利息の支払等に支障が生
じます。総会等で代表者等変更の決議がなされ次第、速やかに変更の届出をお願いしま

す(利息の支払の直前に変更の届出をいただくと、書類の不備等により変更手続が完了
しない場合、利息の支払遅延の原因となります。)。

債券の買入れ(中途換金)

債券の買入手続

積立ては、継続して10回の積立て力句能ですが、共用部分の修繕工事費に充てる等の場合に

は、第1回の積立ての債券発行から1年以上経過すれぱ買入請求(中途換金の申出)ができま

す。
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<買入請求可能時期>

買入請求受付:2020年2月21日~

買入代金払戻し:2020年4月~

ただし、以下の債券は買入請求できません。

・第2回から第10回までの積立てに係る債券で、発行から2か月以内のもの

・買入代金の支払日が満期償還月(発行から10年後の2月)となる債券

買入れには、機構による審査及ぴ承認が必要です。審査の結果、買入れができない場合やご

希望の月に買入れができない場合がありますので、ご了承ください。

なお、マンションの緊急の修繕工事など、やむを得ない事情により債券を換金する必要があ

る場合は、債券発行から1年以上経過していなくても買入れに応じることがあります。

買入れの単位

買入れは必ず10 (50万円)単位で行います。50万円未満の買入請求(例

円未満の端数が付いた買入請求(例:170万円)はできません。

※2002年度以前の積立開始分の買入れは10100万円単位で行います。

積み立てた債券の残高と買入口数

買入請求を行う時点で積み立てた債券の残高の範囲内であれぱ、一部でも全部でも買入請求

が可能です。

なお、一部買入れの場合には、買入れを行う債券は、買入口数に応じて積立ての時期が古い

債券からの順番となります(積み立てた時期が新しい債券を指定して買入れを行うことはでき

ません。)。

残高の一部を買入れした後の残りの債券については、その後、修繕工事のために再度買入請

求を行うことや、満期まで保有することが可能です。

積立手帳を複数お持ちの場合は、積立開始時期にかかわらず買入請求を行う手帳をお選ぴい

ただけます。

49万円)や50万
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買入れの回数

積み立てた債券を複数回に分けて買入請求することも可能です(回数に制限はありません。)。

ただし、同じ月に買入請求を行うことができる回数は1回のみです。

買入金額及ぴ課税

買入金額は積み立てた債券10 (50万円)に対し50万円です。

※2002年度以前の積立開始分の買入金額は 10 (100万円)に対い00万円です。

また、これに加えて、買入れを行う直前の利息の受取日の翌日から買入時までの期間に応じ

て算出した経過利息をお支払します。

なお、課税は経過利息に対してのみ行われ、課税の取扱いは源泉分離課税となります(経過

利息は所得税及ぴ復興特別所得税の合計15.315%(2018年11月現在の税率)相当額を差し引い

てお支払します。)。

※今後の税率等は、変更される可能性があります。詳しくは、最寄りの税務署等{こお問合せ

ください。

買入手数料

買入手数料はかかりません。

積立ての継続

債券の積立てを継続中で、債券の全部を買入れした後も積立てを継続して行うことを希望す

る場合は、「債券買入請求書」(師P67、68参照)の今後の積立継続を「(希望する)」に0をす

ることで積立ての継続が可能です。

参考例

毎年300 (1,500万円)ずつ積立てを行っている積立組合が、修繕工事のため第1回目の積立

てから3年半後に、債券の買入れを希望している場合

買入請求可能口数の考え方>

・積立てを行った回数=第1回から第4回(第1回から数えて3年後の積立回数)までの計

4回

・積立債券の残高=30口X4回=1200

10~1200 (50万円~6,000万円)の範囲内で買入請求か可能

この積立組合が、500 (2,500万円)の買入れを希望

買入れの順番は、積立ての時期が古い債券からとなるため、第1回の積立分(300)と第2

回の積立分のうち20口を合せた500 (2,500万円)の買入れを行うことになります。

【イメージ図】

積立開始 3年半()
トーーーーー^

第1回

ーーーーーーーーーーーーー、
、.......ー.ー.

.曼Ω奥......}.......1...
.1......

^^^^^^^

第2回

買入れ実施

第3回

れ

2θ田一ーー1・ー

第4回

12 13

買入時は、半年間 B年目の利息受取日の翌日から買

入時まで)の経過利息も含めてお受取いただけます。

積立開始から1年以上経過しているので、

保有する120口の範囲内で10 (50万円)

単位の買入請求力句能です。

第5回

年後

積立て時期が古い債券から順番に

買入れを行います(買入れを行う

債券の指定はできません。)。

(積立開始から)1
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第2回の残りの10口は、

再度の買入れや満期まで

の保有力句能です。

買入手続後の第5回目以降も、当初と

同じ30口の積立てが継続できます。
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2 債券の買入手続の流れ

く機

^買入れに係る意思.
確認

構>

積み立てた債券の残高のご確認

お手元にある最新の残高証明書(師P21参照)をご覧いただくか、住宅債券専用ダイヤル(師

裏表紙参照)にご照会いただき、積み立てた債券の残高の確認を行います。

<積立組合>

^積み立てた債券の
残高のこ確認

^買入請求必要書類
のむ送付

事務委託

^買入請求必要書類のご送付

ご希望の買入額が決まりましたら、「債券買入請求書」(廊P67、68参照)に買入希望額(買入

希望口数)や買入請求の理由などを記載した上で、「積立手帳」とともにみずほ銀行証券部にご

送付ください。

「債券買入請求書」と「積立手帳」が月の1日から15日までの問に送付(消印有効)され、か

つ、同月20日(銀行休業日に当たる場合は前営業日)までにみずほ銀行証券部に到着し、内容に

不備がなかったものは翌月10日(銀行休業日に当たる場合は前営業日)のお支払となります。

ご提出書類に不備があった場合は、お支払が遅延することがありますので、スケジュールには

余裕を持ってお手続されることをお勧めします。

積立手帳を万一紛失された場合には、再発行の申請が必要になります。詳しくは、「φこんな

ときには・ー?」(師P40参照)の「積立手帳を紛失した」をご覧ください。

^買入計算書の
記載内容ので確認

<みずほ銀行証券部>

^書類の確認

STEP@買入計算書を送付

【手続に当たってのご注意】

債券買入請求書は機構のホームページ(https://VVVVVV.jhf.80.jp/toan/kanri/smi[e_

Seikyu.html)よりダウンロードいただくか、住宅債券専用ダイヤル(印裏表紙参照)
へご請求ください。

・郵送料は積立組合の負担となります。

なお、買入請求必要書類のご送付に当たっては、簡易書留郵便など配達状況が確認でき

る方法により確実に送付していただくことをお勧めします。

・債券買入請求書の控えは大切に保管してください。

・代表者等変更の都度、速やかな変更の届出がない場合には、買入代金支払等に支障が生

じます。総会等で代表者等変更の決議がなされ次第、速やかに変更の届出をお願いしま

す。

STEP
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STEP@書類の確認

送付していただいた書類の内容の確認を機構住宅債券事務センター及ぴみずほ銀行証券部で行

います。書類の不備や記載事項に不明な点がある場合は、機構住宅債券事務センター又はみずほ

銀行証券部から積立組合にお問合せさせていただくことがありますので、あらかじめご了承くだ

さし、。

元利金自動振込先口座へ
買入代金経過利息の支払

^買入請求に係る意思確認

理事長以外の会計担当役員等の方に対し、機構住宅債券事務センターからお電話にて買入請求

の意思確認をさせていただきます。意思確認がとれ次第、買入請求の手続を進めさせていただき

ます。

【ご注意】

・会計担当役員等の方のご連絡先は、平日の日中に実に連'口がとれる連絡先を債券買入

請求書にご記入ください。

月末までに買入請求の意思確認ができない場合は、翌月10日住艮行休業日に当たる場合

は前営業日)の買入代金の交付時期に買入代金及ぴ経過利息をお支払できませんので、

ご了承ください。
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買入請求から買入代金をお支払するまでの間に、買入額・経過利息額・元利金自動振込先口座

などを記載した「買入計算書」をみずほ銀行証券部から積立組合の代表者の方のご自宅又は積立

組合が別途指定した管理会社に送らせていただきます。

でご送付いただいた積立手帳も併せてご返送いたします。また、

買入計算書を送付

STEP@

買入計算書が届きましたら、記載内容を確認し、ご不明な点があれぱ買入請求を行った月の月

末までにみずほ銀行証券部(師裏表紙参照){こお問合せください。

元利金自動振込先口座へ買入代金・経過利息の支払

所定の期日に、みずほ銀行から元利金自動振込先口座に振込みにより買入代金及ぴ経過利息を

お支払します。

※債券の満期日(師P22参照)の属する月の前月に買入請求の手続をされた場合は、満期を迎え

る債券は買入れの対象から外れます(満期償還の対象となります。)。

買入計算書の記載内容のご確認



'

毎年1回、積立組合が希望する月に、機構が残高証明書(ハガキ)を発行し、代表者の方(理

事長等)又は積立組合が別途指定した管理会社あてに送付しますので大切に保管してください。

送付希望月は応募時に「積立申込書」にご記入いただくことで指定していただいており、発行

する残高証明書には前月末の残高を表示しています。

なお、残高証明書は送付希望月の第8営業日頃に発送します。それ以前の送付については、ご

希望に添えませんのでご了承ください。

【ご注意】

積立金の振込みが完了していても、まだ債券が発行されていない場合は、その積立金額

については残高証明書の債券残高には含まれません。

(例) 2018年11月~2019年2月に積立金の振込みをした場合、 2019年3月以降送付の残高

証明書に記載されます。

※残高証明書を万一紛失された場合や、臨時の発行を希望する場合には、再発行の申請が必要

になります(この場合の残高証明書はハガキではなく封書にて送付します。)。

伊美高証明書発行申請書」を機構のホームページ(htセPS://WWW.jhf.80.jp/faq/smile2.html)
よりダウンロードしていただくか、住宅債券専用ダイヤル(師裏表紙参照)へご請求ください。

申請書のご提出に当たっては「残高証明書発行申請書」記載の注意事項(積立手帳のコピー

を添付等)をご確認ください。

また、申請書をご提出いただいてから残高証明書の発行まで数日かかりますので、あらかじ

めご了承ください。

※残高証明書の送付時期を変更したい場合には、変更の届出が必要になります。詳しくは「φ

こんなときにはー・?」(師P40参照)の伊美高証明書の送付時期を変更したい」をご覧ください。

残高証明書

債券の満期償還

満期償還額(満期日にお支払する^動は積み立てた債券10 (50万円)に対し50万円となりま

す(2002年度以前の積立開始分は 10 (100万円)に対い00万円)。

また、満期日にはその債券の10回目(最終回)の利息を併せてお支払します(満期後は利息は

つきません。)。

なお、満期償還金により、自動的に新たな債券での積立てを継続する取扱いはございません。

その年度の満期償還金をもって、新たに積み立てる債券の払込みに充当することができませんの

で、ご留意ください偶リ途、積立てのための資金のご用意が必要になります。)。

債券の満期償還額

2 債券の満期のスケジュール

積み立てる各債券の満期は、その債券の発行時期から10年後となります。

積み立てる債券の満期日(満期償還金の支払日)積み立てる債券の発行日積立回数

2029年2月20日2019年2月20日第1回

第、2、回から第10回 2028年まで毎年2月20日(予定) 2038年まで毎年2月20日(予定)

※上記のスケジュールは2018年度応募の積立てのものです。

※上記の債券の発行日が銀行休業日に当たる場合は翌営業日に債券発行を行います。

※上記の債券の満期日が銀行休業日に当たる場合は前営業日に満期日となります。

※第2回以降の債券の発行スケジュールは変更となる場合があり、これに伴い債券の満期日も

変更となることがあります。
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3 満期償還手続の流れ

構>く機

^満塑償還に関するー
(満期償還金支払の
で案内(満期償還
金支払通知書))

^満期償還に関する事前案内

満期が近づきますと、満期償還額や元利金自動振込先口座(師PI0参照)などを記載した満期

償還に関する事前案内のハガキ(「満期償還金支払のご案内」(満期償還金支払通知書))を機構

から積立組合の代表者の方のご自宅又は積立組合が別途指定した管理会社へお送りします(1月

第8営業日頃に発送予定)。

元利金自動振込先口座等のご確認

事務委託

^鯏鈎班遊口鰐のこ鞠
(示恰自動振込先口座を変更
する場合の変更の届出

「満期償還金支払のご案内」(満期償還金支払通知書)が届きましたら、案内の記載内容をご確認

ください。ご不明な点がございましたら、住宅債券専用ダイヤル(師裏表紙参照)までお問合せく

ださい。また、元利金自動振込先口座に誤りや変更がある場合は、「満期償還金支払のご案内」(満

期償還金支払通知書)を受領後、速やかにみずほ銀行証券部(師裏表紙参照)まで変更の届出をし

てください。

^元利金自動振込先口座へ満期償還金のお支払

<積立組合>

満期日に、みずほ銀行から元利金自動振込先口座に振込みにより満期償還金をお支払します。

【手続に当たってのご注意】

代表者等変更の都度、速やかな変更の届出がない場合には、満期償還金の支払等に支

障が生じます。総会等で代表者等変更の決議がなされ次第、速やかに変更の届出をお願

いします(満期償還金の支払の直前に変更の届出をいただくと、書類の不備等により変

更手続が完了しない場合、満期償還金の支払遅延の原因となります。)。

<みずほ銀行証券部>

STEP @ 元利金自動振込先口座へ
満期償還金のお支払
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. 積立組合に負担いただく主な費用・税金

積立時

時期

毎年1回の定期の利息受取時

買入れ時

項目(主なもの)
税率

積立金の振込手数料

積立てに必要な書類の作成費及び郵邊費
利息に対する所得税及ぴ復興特別所得税(源泉分離

利息X ]5.3]5%(注)
課税)

債券買入請求書及ぴ積立手帳の郵送費

経過利息に対する所得税及ぴ復興特別所得税(源泉利息X巧.田5%(注)

分離課税)

利息に対する所得税及ぴ復興特別所得税(源泉分離
利息X15.315% 6主)

課税)
満期時

代表者変更や利息・買入代

金・満期償還金を受け取るた
手続に必要な書類の作成費及ぴ郵送費

めの振込先口座の変更手続な

どの各種手続

018年11月現在の税率を記載しています。

今後の税率等は、変更される可能性があります。詳しくは、最寄りの税務署等にお問合せ

ください。

^垈表者篭変更手続^

構>

事務委託

<積立組合>

^変更手続に必要な
書類の送付

^

変更手続

1 変更手続の流れ

<みずほ銀行証券部>

^書類の確認
^変更内容の報告

代表者の方の変更など積立組合から届出いただいている内容に変更が生じた場合は、その都度

変更届を速やかにご提出していただく必要があります。速やかな変更の届出がない場合には、買

入代金の支払や利息の支払等に支障が生じることがあります。

※書類の送付先を管理会社としている場合で、ご担当の管理会社が変更となったときは、併せ

て「送付先指定(変更・中止)依頼書」の提出により送付先を変更する手続が必要です(師

P35、 36参照)。
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【手続に当たってのご注意】

・毎月15日までに送付(消印有効)され、かつ、 20日(銀行休業日に当たる場合は前営業

日)までにみずほ銀行証券部に到着し、同日まで1こ不備なく処理が終了した変更内容が

翌月から反映されます。

※積立用書類については、発送される月(11月を予定)の前々月(9月)に処理が終了

した変更内容が反映されます。

・代表権等を確認するためにご提出いただく書類は、必要事項が記載されているか内容を

十分ご確認の上、お送りください(師P29参照)。

・ご提出書類に不備があった場合は、変更処理が遅延することがありますので、スケジュー

ルには余裕をもってお手続されることをお勧めします。

・郵送料は積立組合の負担となります。

・郵送に当たっては簡易書留郵便など配達状況が確認できる方法により確実に送付してい

ただくことをお勧めします。

・変更届の控えは大切に保管してください。

・^亘冒盛lj,の必要書類のうち、積立手帳についてはみずほ銀行証券部での手続終了後

に積立組合(又は管理会社)へ返送します。ただし、証明書類(印鑑証明書など)は返

却できませんので、ご了承ください。

く機

一
一



^変更手続に必要な書類の送付

変更手続に必要な書類をみずほ銀行証券部に送付していただきます。

「登録内容の変更届出書(元利金自動振込依頼書兼用)」の作成に当たっては、 Exce1シートヘ

の入力による「登録内容の変更届出書簡易版作成ツール(Exce[版)」のご利用をお勧めします。

(ツールのご案内師P32参照)。

なお、積立用書類に同封した書式又は機構のホームページからダウンロードした手書き用の書

式に必要事項をご記入の上、手続することも可能です。

変更手続に必要な書類 (事務受託銀行)みずほ銀行証券部証券管理室証券事務チーム

〒108-60仭東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟 TEL:促・5252-6017送付先

※書類の送付先を管理会社としている場合で、ご担当の管理会社が変更となったときは、併せて「送付先

指定(変更・中止)依頼書」の提出により送付先を変更する手続が必要です(師P35、36参照)。

変更の内容 変更手続に必要な書類

代表者の変更(代表者の法人威司していない積立組厶の場ム
氏名・住所の変更) ①登録内容の変更届出書(元利金自動振込依頼書兼用)
( P63、 64参照) ②総会議事録・その他の新代表者の代表権を確認できる書類(師P29参照)

※行政区分又は地番の変※積立組合によってご用意いただく書類が異なります。
更があった場口もこの③新代表者の方の氏名.住F .生月日が記載された下記いずれか1つの
手続が必要です。 書類

・運転免許証のコピー(表裏両面)

・運転経歴証明書のコピー(表裏両面)

◎代表者変更手続に関す ・健康保険証のコピー(住所の記載があるもの)

るチエックリストがご ・印鑑証明書(発行後3か月以内の原杢)

ざいますので、ご活用 ・住民票(発行後3か月以内の原杢)

・住民基本台帳力ードのコピー(表裏両面)ください( P34参

・パスポートのコピー(顔写真のぺージ及ぴ所持人記入欄(住所等記入旦買)。

済)のぺージ)

・マイナンバーカードのコピー(表面のみ)

※④の書類につきましては、個人情報保護の観点により、本籍地を黒塗

りしたもの又は本籍地の記載を省略したものをご準備ください(本籍

地を黒塗りすることにより住所地が確認できなくなる場合は、黒塗り

にしないようにお願いします。)。

なお、この書類は、所得税法等の定めに基づき、積立組合の代表者の

方にご提出いただくものです。

(注)市区町村の統廃合等により単に住居表示に変更が生じたのみの場合に

ついては、①及び②に加え、変更内容が分かる行政からの通知書類等

をご提出ください(上記③及び④の書類をご提出いただく必要はあり

ません。)。
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※③の書類につきましては、個人情報保護の観点により、本籍地を黒

積立組合の名称・所在地

の変更

( P63、 64参照)

※行政区分又は地番の変

更があった場合もこの

手続が必要です。

塗りしたもの又は本籍地の記載を省略したものをご準備ください

(本籍地を黒塗りすることにより住所地が確認できなくなる場合は、

黒塗りにしないようお願いします。)。

なお、この書類は、所得税法等の定めに基づき、積立組合の代表者

の方にご提出いただくものです。
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※代表者の方の氏名・住所・生年月日を確認するため、「法人登記して

いない積立組合の場合」に記載した、代表者の方の書類を提出してい

ただく場合がございます。

法人登記している積立組合の場合

①登録内容の変更届出書(元利金自動振込依頼書兼用)

②積立組合法人の登記簿謄本又は全部事項証明書(発行後3か月以内の原

本)

③積立組合法人の印鑑証明書(発行後3か月以内の原本)

※③の書類は、届出印が積立組合法人の印鑑登録のある印であることを

確認するためのものです。

法人登記していない積立組合の場合

①登録内容の変更届出書(元利金自動振込依頼書兼用)

②積立手帳

※複数の積立てをされている場合は全ての積立手帳が必要です。

③総会議事録・その他の代表者の代表権を確認できる書類(師P29参照)

※積立組合によってご用意いただく書類が異なります。

④積立組合の名称・所在地の変更に関する次の書類(注)

◆マンション管理規約

◆積立組合の名称・所在地の変更に関する集会の議事録等

◆代表者の方の氏名・住i ・生年月日が記載された下記いずれか1つの書類

・運転免許証のコピー(表裏両面)

・運転経歴証明書のコピー(表裏両面)

・健康保険証のコピー(住所の記載があるもの)

・印鑑証明書(発行後3か月以内の原本)

・住民票(発行後3か月以内の原本)

・住民基本台帳力ードのコピー(表裏両面)

・パスポートのコピー(顔写真のぺージ及び所持人記入欄(住所等記入

済)のぺージ)

・マイナンバーカードのコピー(表面のみ)



法人登記している積立組合の場合

①登録内容の変更届出書(元利金自動振込依頼書兼用)

②積立手帳

※複数の積立てをされている場合は全ての積立手帳が必要です。

③積立組合法人の登記簿謄本又は全部事項証明書(発行後3か月以内の原本)

④積立組合法人の印鑑証明書(発行後3か月以内の原本)

※④の書類は、届出印が積立組合法人の印鑑登録のある印であることを

確認するためのものです。

※代表者の方の氏名・住所・生年月日を確認するため、「法人登記して

いない積立組合の場合」に記載した、代表者の方の書類を提出してい

ただく場合がございます。

代表者以外(会計担当役

員等や管理会社)の連絡

先の変更

( P63、 64参照)

元利金自動振込先口座の

変更

( P65、 66参照)

0登録内容の変更届出書(元利金自動振込依頼書兼用)

※会計担当役員等の方や管理業務を委託している管理会社等、代表者以

外の方の連絡先力咳更となった場合も、変更届の提出が必要です。

※代表者以外の方の連絡先として登録された方に、今後、積立内容の確

認等をさせていただくことがありますので、ご了承ください。

①登録内容の変更届出書(元利金自動振込依頼書兼用)

②積立手帳

※複数の積立てをされている場合は全ての積立手帳が必要です。

※金融機関やその支店の統合により金融機関、支店又は口座番号が変わ

る場合(口座名義の変更無し)は、金融機関が発行する証明書類の写

しがあれぱ積立手帳は不要です。

※代表者変更手続に伴う元利金自動振込先口座変更で、金融機関、預金

種目及び口座番号に変更がなく、口座名義の代表者名のみが変更にな

る場合は積立手帳は不要です。

1登録内容の変更届書(元利金自動振込依頼書兼用)

※法人登記していない積立組合の場合は、新旧の組合印の押印があるも

の

※法人登記している積立組合の場合は、新旧の印鑑登録のある印の押印

があるもの

②積立組合法人の印鑑証明書(法人登記している積立組合のみ)

※変更後の印鑑に係る発行後3か月以内の原杢

届出印の変更

( P63、 64参照)
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【ご注意】
元利金自動振込先口座に変更がない場合でも、登録内容の変更届出書に振込先口座の記入が必要で

す。

なお、口座番号など、口座自体が変更となる場合は、「元利金自動振込先口座の変更」欄をご参照

ください。

積立組合から送付された書類をみずほ銀行証券部において確認させていただきます。

また、書類に不備がある場合は、みずほ銀行証券部から積立組合に連絡させていただきます。

変更届の提出がない場合は、積み立てた債券を機構が買い入れる際の手続ができなくなること

や遅延するなどの支障が生じることがありますのでご注意ください。

上記の取扱いについてご不明な点がある場合は、みずほ銀行証券部(師裏表紙参§引までお問

合せください。

書類の確認

書類の確認が終了しますと、機構はみずほ銀行証券部から変更内容の報告を受けます。

また、手続が完了した後、変更後の内容を登録した旨を記載した「登録内容の変更手続完了の

お知らせ」を機構から積立組合の代表者の方のご自宅又は積立組合が別途指定した管理会社に送

らせていただきますので、大切に保管してください。

なお、お知らせは毎月中旬頃に送付します(毎月第8営業日頃に発送を行っています。)。

※届出印の変更については、みずほ銀行証券部から手続完了をご連絡します。
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変更内容の報告・代表者等変更手続完了のお知らせ



2 代表権等確認書類

ご提出いただく代表権等確認書類については、下記のフロー図の「はい」「しいえ」に従っ

て、どのパターンに当てはまるかをご確認いただき、該当の書類を提出してください。

法人登記された管理組合である

総会で役員と代表者(理事長等)

が同時に選任される。

いいえ

はい

総会議事録で「必要な内容①」が

全て確認できる。

必要な内容①

現代表者選任が決議されたこと

1則弌表者の役職名

現代表者の氏名

0

登記簿謄本または全部事項証明書(発行後3か月以

内のもの)をご提出ください(コピー不可)。

いいえ

はい

総会議事録と総会議案書を併せれ

ぱ、「必要な内容①」が全て確認

できる。

ト公マ司

総会で一旦役員が選任され、理事

会で役員の互選により代表者(理

事長等)が選任される。

法人登記されていない組合の提出書類一覧

ご提出いただく総会議事録等1こついては、応募時点の代表者が

選任された際の総会議事録等であることが必要です。

・A~Cのそれぞれのパターンでご提出いただく書類の中には、

0印の事項の記載が必要です。 0印の事項の記載がない場合は、

みずほ銀行(事務受託銀行)証券部にお問合せください。

全てコピーの提出で差し支えありません。

はい

※1 総会議事録で記載事項が確認できない場合は、総会議案書も必要です。

※2 理事会議事録等には、役員会議事録、役員互選報告書、住民へのお知らせなどを含みま

す。

総会議事録で「必要な内容②」が

全て確認できる。

必要な内容②

1見1旦員の選任が決議されたこと

選任された役員の氏名

総会後に、理事会で役員の互選に

より現代表者が選任されたこと

現代表者の役職名

現代表者の氏名

はい

0

次ページ

ト島

等
※2
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次ページ

Cへ

みずほ銀行(事務受託銀行)までお問合せください。

担当部署:証券部証券管理室証券事務チーム 03-5252-6017

記載事項

管理組合名管理組合の正式名称(=積立申込書にご記入いただいた

正式名称)

日程等総会の開催日

総会の開催予定日や「第0期定期総会議事録」等がいつ

の総会に係るものかの記述

理事会議事録の場合は理事会開催日、役員互選報告書

住民へのお知らせの場合は書類作成日

決議内容等現代表者の選任が決議されたこと。

現代表者の選任議案

提出された総会議案書に記載されている現代表者の選任

議案が決議されたこと。

現代表者の選任が役員の互選により決議されたこと。

役職名氏名等現代表者の役職名

現代表者の氏名

他そ の 総会の開催日等提出された議案書に係る議事録であるこ

とが分かる記述

理事会が作成した書類であることが分かる記述

定足数を満たす参加者が出席し決議が有効であることが

分かる記述

議長及ぴ総会に出席した組合員2名以上の署名・押印

はい
総会議事録と理事会議事録等を併

せれぱ、「必要な内容②」が全て

確認できる。

0

B C

総総総理
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3 変更手続におけるご留意点(よくある不備の事仮)

登録内容の変更届出書の記載に関する不備

不備項目

元利金自動振込先口座の

記入漏れ

'内容

記入必須項目である

振込先口座が記入さ

れていない。

元利金自動振込先口座の

相違

※元利金自動振込先口座

を変更される場合は積

立手帳(原本)が必要

となります。

届出印の相違

留意いただく事項

・振込先口座欄は、記入必須項目です(変更がな

い場合でもご記入ください。)。

・機構のホームページ(https://VVVVVV.jhf.80.jp/

[oan/kanri/smile_henkou_name.htmD より

ダウンロードして使用する登録内容の変更届出

書ツール(パソコン入力用:ExceD を利用され

ますと、入力項目等が明記されておりますので、

記入漏れ防止に役立ちます。

前回ご提出いただいた登録内容の変更届出書のお届けいただいてい

る振込先銀行・支

店・口座番号と異な

るものが記入されて

いる。

添付書類に関する不備(法人登記していない場合)

お届けいただいてい

る印と異なる印が押

印されている。

代表者本人確認書類の添付漏れ

「積立叫合控」を参考にご記入ください。
変更届イ成後、必ず「積立組合控」を保管くだ

さし、。

不備項目

総会議事録の添付漏れ

4

総会議案書の添付漏れ

登録内容の変更届出書簡易作成ツール(Exce1版).のご案内

理事会議事録の添付漏れ

ノ
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

積立手帳の添付漏れ

次回変更手続時にも記入漏れ・記入相違Exceιで

活用可防止!簡単入力

Exce1シートへの入力によって「登録内容の変更届出書」の作成ができるため、手書きの複

写帳票を使用した場合に比べ簡易に作成できます。

※変更手続に当たっては「登録内容の変更届出書」を含む変更手続に必要な書類(師P25~

参照)をこ用意いただき、みずほ銀行証券部(師裏表紙参照)に送付していただく必要が

あります(電子申請サービスはありません。)。

31

運転免許証(コピー)等の本人確認書類が必要です。

代表者の変更(代表者の氏名・住所の変更)の際に必ず必

要です。

総会議事録に新役員名の記載がない場合に、議案内容を確

認するため総会議事録に加えて必要となります。

総会で役職(理事長)が決まらない場合に、総会議事録に

加えて必要となります。

元利金自動振込先口座の変更、積立組合の名称・所在地の

変更の際に必要となります。

留意いただく事項

、

機構ホームページからのダウンロード方法

機構ホームページ沙
(https://WWW.jhf.80.jp)

0 [変更届出書]と入力

@ボタンをクリ、yク

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ホームページのレイアウト・構

成やアドレスは予告無く変更

されることがありますのであら

かじめご了承ください。

＼

住宅金融支援機棡
J●P●"H仙●叩Fh,■11こ●MOMy

ιコぢW卜35】はこちら6

融資金融商品

0

ずっと

固定金禾1.

の安ID

0

ノ

ての方へ

@

智^^
^

ENGL15H

【フラット35】
フラウト35巨
仕屯金皐実■店偶が
口悦,る円定村Φ
住宅0ーンTゞ

"廊忍^
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住宅金融支援機構
"帥"H刺卿ゆFb坤^'伊M,

主ざ工m洪1

出書の検索結果(0.069秒)

てt^j

1~10件目 P^:1

、.、

条件:亨べτを含0

、.

0

rフ牙,ト351はこちら6 寓判イズ^註大
の笥択所、「;扇而司

検索結果画面

・・ψ,凱、・'."四*●*張'、* 1゛地、■撫'*田舷都'、断起~,カ,オ凱、・● @クリック

登録内容の変更届出書に関するご案内ページ
https:ノ/WWW.jhf.go.jpnoawkanrvsmile_henkou_name.html

首N口.15H

^: 日劫17^27173434

1 ダウンロード(式・チェックリスト)

以下のファイル妄ダウンロードしτこ判用くださも、

0 【例】豊録内客の隻更屈出書

口書弐竃貞4サイズで^し、!記入W '下記よりダウンロード】此矯って.昏式Φ太枠郵"に●聾事垣宅
空Aし、罰出^に■出印峯痔印しτ(だ古い{なな.

5 登録内容の変更届出書(元利金自動振込依頼書兼刷チェックリスト(代表者変更綱
変更届出書のご記入内容等のチェックにご利用ください。

※ご記入・ご確認された項目には■に"/"チェックをしてください

1.「マンションす凱、・る側登録内容の変更届出書(元利金自動振込依頼書兼刷の記入・届出印の確認

前回の「マンションすまい・る債」登録内容の変更届出書絲且合控)をお手元にご用意ください

ご記入漏れや確認書類の不足がございますと受付ができませんのでご注意ください。

【登録内容の変更】欄

ロ{登録内容の変更】欄の該当番号を「」で囲んでいますか?

(右側太枠内】欄【変更後【変更前】欄

積立組合番号 Bから始まる6桁の番号)は記入さ口A.口A.前代表者住所は前回の組合控と一致して、、ますか?
いますか?口B.前代表者名は前甲の組合控と一致していますか?
積立組合所在地は前回の組合控と一致していますか?口B.【代表者以外の連絡先】欄
積立組合名称は前回の組合控と一致していますか?口C.※①、②いずれかの変更の場合も、 1、 2の両方を必ずご記入ください。

代表者住所は公的書類と一致していますか?(「2.必口D.ご記入がない欄は、データなしと判断し、登録内容を削除させていただきます。

付書類」参§動口A.①会計担当役員等の連絡先は記入されていますか?
代表者氏名・フりガナは記入されていますか?口E.口日中連絡が取れる連絡先ですか?
届出印は前回の組合控と一致していますか?口F.口B.②管理会社等の連絡先は記入されていますか?

【元利金自動振込の依ま可欄

口A.振込先金融機関・支店・預金種目・口座番号は前回の組合控と一致していますか?

→変更を希望される方は新振込先を記入の上、

口積立手帳(原本)も一緒にご送付いただいていますか?
口B.口座名義は指定された振込先の預金通帳と一致していますか?

,

婆1、届IH印キ亦市する時 【1ベ一三111ヨ獣BI

》弃工1令白駄垢訊井口庫のみ妄春密す舌誹 【1代ージ:117KB]

0 【安式】豊録内容の宝更届出誓

手書青用

,

パソコン入力用

ページ下の方まで
スクローjレ

^ι9代り:42'KB]、,

^ nベージ:42咏日】、,

0 変更届出書チェックリスト(変更届出杏を手告きで作成される場合)

、 、
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)

、ユ

口代ージ:27M田

^ι2,てージ.15aK丑]

n代ーリ'1251卿

2.必要添付書類

口法人登記していない積立組合

①新代表者の氏名・住所・生年月日が確認できる公的書類
※所得税法等の定めに基づきご提出いただくものです。

【次のいずれか一部】
口A.運転免許証(コピー)又は運転経歴証明書(コピー)
・表裏両面・本籍を黒く塗りつぶしたもの又は本籍地の記載を省略したもの
(本錨地を黒く塗りつ'京すことにより住所地が確肥できなくなるときは、凪塗りにしないよう1、お願いします。)

口B.健康保険証(コピー)
裏面に住所が記載されている力ード式保険証の場合は両面コピー

口C.印鑑証明書

発行後3か月以内の厘杢
口D.住民票

発行後3か月以内の厘杢・本籍地の記載がないもの
口E.住民基本台帳力ード(コピー)
表裏両面

口F.パスポート(コピー)
顔写真のぺージ
所持人記入欄(住所等記入済)のぺージ

口G.マイナンバーカード(コピー)

・表面のみ
※口有効期限内であることをご確認ください。

②代表権の確認書類
【総会議事録コピー(必須)】
※以下の内容が記載され、又は確刃できることをご確認ください。

口A.組合名称
口B・総会の開催日
C.定足数を満たす参加者が出席しており、決議が有効であること。
口D.選任された役員名・役職名力雁認できること。

畢需穀需群鞭彩無測枇暢舘、演加砧"、
総会議事録に
0議案が可決した記載はあるが、役員名・役職名の記載がない。
口議案書(役員選任議案)(コピー)
口理事会議事録(役職決定時のもの)(コピー)
0議案が可決し選任された役員名の記載はあるが、役職は互選のため記載がない。
口理事会議事録(役職決定時のもの)(コピー)

口E.議長及び総会に出席した組合員2名以上の署名・押印があること。

コ侍立τ中のお奔さまへへ戻る

両方コピーをお送りください。

,

(注)

登録内容の変更届出書(元利金自動振込依頼書兼剛遡寸先

(事務受託銀行)
みずほ銀行
証券部証券管理室証券事務チーム

〒108-6009 東京都港区港南2-15-1

品川インターシティA棟
T E L :03-5252-6017

全ての口に"/"がついたことをご確認ください。
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ご利用のOS環境やExce1バージョン等により、表示に不具合が生じる場合がございます。
この場合は、みずほ銀行証券部あてご連絡くださいますよう、お願いします。

口法人登記している積立組合

【次の2種類】

口A.法人の印鑑証明書

・発行後3か月以内の厘杢
口B.法人登記簿謄本又は全部事項証明書

発行後3か月以内の厘杢

※代表者の方の氏名・住所・生年月日に

ついて左記の「法人登記していない積

立組合」に記載の代表者の方の書類を
提出していただく場合がございます。



書類の送付先について

機構等から送付する書類は、あらかじめ届け出られた管理組合の代表者の方征里事長等)あて

に送付しますが、「送付先指定(変更・中止)依頼書」をご提缶いただくことにより、.送付先を
ご担当の管理会社に変更することができます。

書類の送付先及ぴ対象となる書類(イメージ)

【通常の場合】

機構

・積立用書類

・受付番号のお知らせ

・発行通知書

・利払通知書

・残高証明書

・登録内容の変更手続完了のお知ら

・満期償還金支払通知書

みずほ行

(事務受託銀行)

証券部

【送付先指定依頼書をご提出いただいた場合】

・積立用書類

・受付番号のお知らせ

・発行通知書

・利払通知書機構

,美高証明書

・登録内容の変更手続完了のお知らせ

・満期償還金支払通知書

買入計算書

36

送付先の指定方法(送付先を管理会社に変更する場合又は指定内容を変更する場合)

「送付先指定(変更・中止)依頼書」(注)を、住宅債券事務センターあてに郵送にてご提出

ください。

「送付先指定(変更・中止)依頼書」住宅金融支援機構住宅債券事務センター

〒112-8570 東京都文京区後楽 1 丁目 4番10号送付先

みずほ銀行

(事務受託銀行)

証券部

※マンション管理情報誌「マンション情報BO×」及び上記書類以外に機構から送らせていただ

くお知らせは送付先指定の対象外です。

管理組合

(代表者)

毎月15日までに送付(消印有効)され、かつ、 20日(士日・祝日に当たる場合は前営業日)

までに住宅債券事務センターに到着し、同日までに不備なく処理が完了した場合は、翌月の送

付物から送付先が変更されます。

(注)「送付先指定(変更・中止)依頼書」は、機構のホームページ(https://VVVVVV.jhf

80.jp/10厶n/kanri/smile_soufuhenkou.htmD をご参照の上、書式をダウンロードして
ご使用ください。

※管理会社を変更する場合、併せて「登録内容の変更届出書」のご提出が必要となります。
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買入計算書

・ト

・ト

《重要》送付先指定に当たってのお願い及ぴ留意事項

①「送付先指定(変更・中止)依頼書」のそ提出に当たっては、送付先として指定する管理会社の了解

を得ていただくようお願いします(管理事務室・管理事務所を送付先とすることはできません。)。

②で提出いただいた「送付先指定(変更・中止)依頼書」の届出内容(送付先及ぴ送付先住所)に変更

があった場合には、直ちに変更後の内容を同依頼書により届出ください(担当者のみ変更となる場合

は、で提出いただく必要はありません。)。

※「送付先指定(変更・中止)依頼書」ので提出後に代表者の方の変更があった場合は、同依頼害の

再提出は不要ですが、「登録内容の変更届出書(元利金自動振込依頼書兼用)」による変更手続は必

要です(代表者変更手続については、機構のホームページ(https://VVVVVV.jhf.目0.jp/10an/kanri/

Smile/customer/tetuzuki.htmD をミ三覧ください。)。

③指定できる送付先は、]つの積立組合(積立組合番号)につき]箇所です。

④同一の積立組合(積立組合番号)が複数の積立てを行っている場合においても、「送付先指定(変更

中止)依頼書」を1部そ提出いただくことにより、全ての積立てに係る送付先が変更となります。

⑤送付先を指定する対象書類については、「全ての書炎動又は「残高証明書及ぴ買入計算書のみ」の選択

が可能です。

なお、いずれの場合においても、マンション管理情報誌「マンション情報BO×」及ぴ機構から送ら

せていただぐ情報提供に関する書類は引き続き積立組合の代表者の方征里事長等)あてに送付します。

⑥送付先変更の手続完了に関するお知らせはお送りしませんので、書類の到着をもってで確認ください。

⑦で提出に当たっては、「本件について万が一将来紛議が生じましても、機構及ぴ事務受託銀行は責任を

負わないことを確認します。」等について承認いただきます。詳細は「送付先指定(変更・中止)依頼

書」の(承認条項)をこ確認ください。

管理組合

籍司ト (代表者)

・ト

.

.



.

積立金の保全

一般に、債券の安全性はそれを発行する主体(発行体)の債務全体を履行する総合的な能力

(信用力)に依存していると考えられています。

機構は、資本金の全額を政府が出資しており(2017年度末7,015億円)、主務大臣は国土交通大

臣と財務大臣です。マンションすまい・る債は、政府保証は付されていませんが、独立行政法人

住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号。以下「機構法」といいます。)に基づき、国の認可

を受けて発行しています。

なお、マンションすまい・る債は預金保険制度の対象ではありません。

機構は、2017年度決算では当期総利益を1,962億円計上し、 7期連続の黒字となりました。

【参考】機構の財務状況等(2017年度決算)

●損益の状況
利益剰余金当期総利益

法人全体では1,962億円の当期総利益を計上し
証券化支援勘定

(単位:億円)ています。 フ70億円
9,739

10,000
<証券化支援勘定> 既往債権管理勘定9,000 g31、

1,045億円買取債権残高が増加したことや適切な債権管 8,000

フ,000理を行ったこと等により、当期総利益は刀0億円 6385

6,000

となりました。 5,000

証券化支援勘定(買取型)の信用りスク等につ 4,000

3,000
いては、収益の発現に対して費用の発現が遅れる 、 19622

2,000
司傾向があり、融資期間前半の利益で後半の損失を 1,000

0賄う損益構造となっていることを踏まえ、将来の
2016年度2015年度 2017年度

信用りスク等に備えるため、当期総利益全額を積

立金(独立行政法人通則法(平成11年法律第103

号)第44条第11動としています。

恨死往債権管理勘定>

既往債権管理勘定の当期総利益は、貸付金残高の減少等により、前年度比165億円減益の1,045

億円となりました。既往債権管理勘定については、今後、新たな国庫負担を発生させることな

<、安定的に事業を終了させる観点から、将来の信用りスク等に備えるため、当期総利益全額を

積立金(独立行政法人住宅金融支援機構法附則第7条第刀頁)としています。

※機構ホームページで、機構の経営資料をご覧いただくことができます。

(h杜PS://VVVVVV.jhf.80.jp/abouvdisc[osure/index.htmD

格付投資情報センター(R&1)は上記の格付を公表しました。

【格付理由】

住宅金融公庫の大半の資産・債務を引き継いで2007年4月に設立された独立行政法人。政府

の住宅政策の執行機関としてその重要性は非常に高く、格付は日本ソブリンの格付と同じにして

いる。 6月6日に日本ソブリンの格付の方向性をネガティブに変更したことに伴い、 6月7日、

住宅金融支援機構の格付の方向性もネガティブに変更している。

また、機構は、マンションすまい・る債の個別の格付けは取得していませんが、債券を発行す

る発行体(機構)についての、債務全体を履行する総合的な能力(信用力)に関する外部機関か

らの評価(発行体格付)を以下のとおり取得しています。

【格付投資情報センター(R&1)ホームページ(2016年12月7日付掲載)より抜粋】

住宅金融支援機構

発行体格付: AA十[格付の方向性:ネガティブ]

短期債務: a-1+

2016年3月末の総資産は約27兆円と、独立行政法人の中でトップクラスの規模を持つ。民間金

融機関が長期固定金利の住宅口ーンを相対的に低い金利で安定的に供給するのを支援する証券

化支援事業が柱で、フラット35が主力商品。

・S&P グローバル・レーティング・ジャパン: A十(2018年10月1日現在)

・格付投資情報センター(R&1): AA十(2018年10月1日現在)

住宅機構では、省エネルギー性、耐震性に優れた住宅の取得支援や既存住宅の質の向上にも

注力している。フラット35Sの金利引き下げを継続したほか、エネルギー消費性能が向上する等、

一定の要件を満たす中古住宅もその対象に加えた。りフォームにより省エネ性能等を向上させた

中古住宅についてもフラット35の金利を引き下げる。住生活基本計画において、住宅機構に期待

されている安全で質の高い住宅への更新等に対応した住宅口ーンの供給支援という点において機

構の果たす役割は大きい。

日本ソブリンの格付が下がれぱ、住宅機構の格付も連動して下がる。貸し倒れが増加するな

ど、住宅機構の事業基盤が弱まる場合も信用力に響くが、その可能性は低い。
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マンションすまい・る債の積立金については、機構法において、機構の財産より優先的に弁済

されることが定められており、積立組合のみなさまからお預かりした財産を保全するための措置

が講じられています。

【参考】「マンションすまい・る債」の積立金の保全について

マンションすまい・る債は、国の認可を受けて機構が発行す名一般担保(※1)付債券です。

マンションすまい・る債を保有されている方は、機構の総資産から優先的に弁済を受ける権利

があります(※ 2)。

2017年度決算時点では、マンションすまい・る債を含む優先弁済の対象となる一般担保付債券

の発行残高は4兆2,752億円で、これらの弁済に充てられる資産額は機構の総資産(25兆8,643億

円)のうち10兆3,940億円となっています。

機構の総資産(2017年度決算)

一般担保付債券の優先弁済の対象となる資産

10兆3,940億円

優先弁済

優先弁済の対象となる一般担保付債券4兆2,752億円

内訳》

囲,494億円マンショノすまい・る債

・一般担保債券(S B) 3兆2,142億円

2,116億円・財形住宅債券

(注)億円未満は四捨五入しています。

※ 1 マンションすまい・る債を保有されている方は、機構法第19条第4項により「機構の財産

につぃて他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する」とされています。

この優先弁済権の順位は、同条第5項において民法の規定による一般の先取特権に次ぐもの

と規定されています。

※2 マンションすまい・る債は、発行体である機構の信用状況の悪化等1こより、元本や利息の

支払が滞る可能性や、元本割れが生じる可能性があります。

※ 3 優先弁済の対象とならない資産15兆4,703億円は、個人向け住宅口ーン【フラット35】

の融資金等を市場から調達(貸付債権担保債券を発行)するために信託し、担保提供されて

いるため、マンションすまい・る債を含む一般担保付債券における優先弁済権の対象財産と

はなりません。

25兆8,643億円

優先弁済の対象とならない資産

15兆4,703億円(※ 3)

こんなときには・・?

象事

・積立手帳を紛失した

・届出印を紛失した

・積立てを失念した
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残高証明書を紛失した
残高証明書を臨時に発行
して欲しい
・利金支払のご案内(利払
通知書)を紛失した
・債券発行のご案内(発行
通知書)を紛失した
・満期償還金支払のご案内
(満期償還金支払通知書)
を紛失した

変更届出の書式(「登録内容の変更届出書」)(手書用:PDF、パソコン用
ExceD 及び「債券買入請求書」は、機構のホームページよりダウンロード
し、プリントアウトしてご利用ください。

<機構のホームページ>
・変更届出の書式(「登録内容の変更届出書」)(手書用:PDF、パソコン用
ExceD

https://VVVVVV.jhf.80.jp/10an/kanri/smi[e_henkou_name.htmt
・「債券買入請求書」

https://VVVVVV.jhf.80.jp/1.oan/kanri/smile_seikyu.htmt
※プリントアウトできない方は、住宅債券専用ダイヤル(廊裏表紙参照)に
お問合せください。書式を送らせていただきます。
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対処方法(手続)

速やかにみずほ銀行証券部(裏表紙参照)にご連絡ください(詳細な手
続はご連絡いただいた際にみずほ銀行証券部からご説明します。)。

本制度は継続積立てを前提とする制度ですので、積立てを1回でも故意に
中断したり、失念された場合は以降の積立ての権利を失います。

残高証明書を万一紛失された場合や臨時の発行を希望する場合、また、利
払通知書、発行通知書又は満期償還金支払通知書を万一紛失された場合には、
次の申請書及び積立手帳(コピー)をご提出ください。
なお、申請書をいただいてから、残高証明書、利払通知書[再発1羽、発行通
知書[再発行]又は満期償還支払通知書[再発1羽の発行まで数日問いただく
ことがありますので、あらかじめご了承ください。
・残高証明書の場合「残高証明書発行申請書」
・利払通知書の場合「利払通知書【再発行】申請書」
・発行通知書の場合「発行通知書【再発1"申請書」
・満期償還金支払通知書の場合「満期償還金支払通知書【再発行】申請書」
機構のホームページ(https://VVVVVV.jhf.80.jp/faq/smile2.htmD よりダ
ウンロードし、プリントアウトしてご利用ください。
※プリントアウトできない方は、住宅債券専用ダイヤル(師裏表紙参§動に
ご連絡いただけれぱ、申請書をお送りします。
※ご提出に当たっては、申請書記載の注意事項をご確認ください。

積立組合の決算月が変更された場合など送付時期の変更を希望される場合
には、変更の届出が必要になります。届出書(「残高証明書の送付時期変更届
出書」)は、機構のホームページ(h廿PS://VVVⅧ.jhf.呂0卯/faq/smile6.html)より
ダウンロードし、プリントアウトしてご利用ください。
※プリントアウトできない方は、住宅債券専用ダイヤル(師裏表紙参照)に
お問合せください。届出書を送らせていただきます。
※ご提出に当たっては「残高証明書の送付時期変更届出書」記載の注意事項
をご確認ください。

登録内容の変更届出書(元利金自動振込依頼書兼用)と添付書類(師P25
~27参照)を併せてみずほ銀行証券部(妙裏表紙参照)にご送付ください。
※登録内容の変更届出書の記入方法(廊P63~66参照)をご確認ください。

残高証明書の送付時期を
変更したい

代表者の方の氏名イ主所
を変更したい
積立組合の名称・所在地
を変更したい
管理会社を変更したい
会計担当役員等や管理会社
の住所等を変更したい
振込先口座を変更したい
届出印を変更したい

登録内容の変更届出書な
どの手続用書類が欲しい



マンションすまい・る債積立制度手続規定

この手続規定は、マンションすまい・る債(住宅金融公庫住宅宅地債券、住宅

金融支援機構住宅宅地債券及び住宅金融支援機構債券のうちマンション債券に係

る積立制度をいぃます。以下「本制度」といいます。の取引について、独立行

政法人住宅金融支援機構(以下「機構」といいます及び機構が指定する事務

受託銀行以下事務受。モ銀行」といいますと本制度に係る積立てを行うマ

ンション管理組合建物の区分所有等に関する法律昭和37年法律第69号)に規

定する区分所有者の団体をいいます。以下同じ。)との間の取扱いを記載したも

のです

本制度に係る積立てを行うマンション管理組合については、この手続規定につ

いて承諾したものとします。

〔制度についての基本規定〕

1(債券の積立てについて)

a 積立てとは、マンション管理組合が、原則として、マンション全体の 1年

当たりの修繕積立金額に、前年度決算における修繕積立金会計の残高(定期

的に積み立てた修繕積立金の残高や修繕積立基金の残高など修繕積立金会計

の各科目の残高の合計額から借入金を除いた額をいいます。)を加えた金額

の範囲内で、機構が発行する債券を購入することを指します。

②機構は、積立てを行うマンション管理組合の募集を、年1回行い、マン

ション管理組合は、機構が定める応募手続(以下応募手続」といいます。)

に従い、毎年1回の応募ができます

③機構は、応募してきたマンション管理組合の審査を行い、適格と認めるマ

ンション管理組合を、機構が定める募集口数の範囲内で積立てができるマン

ション管理組合として選定します募集口数を超える応募があった場合に

は、機構が別に定める方法により抽せんを行い、積立てができるマンシヨン

管理組合を選定します

皿 3の手続により選定されたマンション管理組合(以下「積立組合」といい

ます)は、応募した年度(以下募集年度といいます。)に初回の債券の

購入を行うこととし、以降、毎年1回、 10年問行うことができますこの最

高10回の債券の継続的購入を、以下募集年度の積立て」といいます

⑤積立ての最低単位は1050万円ただし、募染年度が平成14年度以前であ

る場合にあっては10100万円です積立組合は、応募時に届け出た積立

希望口数(以下「積立口数」といいます)を、毎年積み立てることとなり

ます。口の分割及び口数の変更はできません。

⑥購入された債券は、債券の発行日をもって積立組合の代わりに機構が全額

保遵預りします 17に定めるところにより債券を払い出す場合以外に、積立

組合が債券を払い出すことはできません

⑦既に積立てしている積立組合も、追加で別の募集年度に応募することがで

きます(3 については、この場合も同様とします。

2 (債券について)

a 積立組合が購入する債券は、機構が積立組合向けに発行する、期問が10年

の利付債券(住宅金融支援機構住宅宅地債券(区)又は住宅金融支援機構債

券(区))です。

②債券の利息、等の発行条件は、機構が債券の発行の前にこれを定め、各年の

債券購入の手続に係る申込証に'載します。

③債券の発行は、毎年1回、 2月20日(その日が銀行休業日の場合は直後の

営業日)に行います。

3 (確認手続等)

①本制度はマンション管理組合専用の制度であり、個人及びマンション管理

組合以外の法人・団体等による応募はできません

②本制度に応募するマンション管理組合は、応募手続の際に、当該組合がマ

ンション管理組合であることを,正明する機構が指定する書類(以下マン

ション答理組合の確認書類」といいますを機構へ提出してください

③本制度への応募、取引に関する書類の,己入、押印その他の手続に必要な行

為を行う方は、マンション答理組合 aの③に定めるところによる積立組合

選定後は積立組合以下同じ)の代表者以下「代表者」といいます。)に

限ります本制度、応募するマンション管理組合は、応募手続の際に、代表

者の代表権等を,正明する機構が指定する害類(以下「代表権等の確認書類」

といいますを機構へ提出してくださいまた、積立組合は、募集年度の

積立ての初回の債券購入手続の際ι、、応募手続時のものとは別に機構が指定

する代表権等の確詔、誓類を事務受,モ銀行の取扱店へ提出してください代表

者が、書類の,こ入、押印その他の手続に必要な行為を行った場合、そのため

にいかなる損害が生じても、代表者の過失又は悪意の有無にかかわらず、機

構及び事務受託銀行は責任を負いませんまた、代表者以外の方が、書類の

記入、押印その他の手続に必要な行為を行った場合、そのためにいかなる損

害が生じても、機構及び事務受託銀行は責任を負いません。

仏XI)から(3はでの手続がなされない場合、積立組合がマンション管理組合で

あることが確認できない場合又は積立組合が申し出た代表者の代表権が確認

できない場合、積立組合は積立ての資格を失い、初回及ぴ2回目以降の債券

購入はできません。 2回目以降の債券購入その他の取引に関する手続につい

ても、機構の求めに応じ手続がなされない場合又は機構の求めに応じマン

ション管理組合の確認書類若しくは代表権等の確認書類が提出されない場合

は、積立ての資格を失います。

4 (確認害類等)

マンシヨン管讐組合の確認書類、代表権等の確認書類その他の手続に必要な書
類について、偽造、変造、不正使用その他の事故があった場合、そのために生

じた損害については機構及び事務受託銀行は責任を負いません。

5 (印鑑照合等)

山積立組合は本制度の取引に使用する印鑑(以下「届出印」といいます。)

を、初回の債券購入手続の際、機構に 1つ届け出るものとします 1の力に

定めるところにより追加して応募し、複数の募集年度の積立てを行う積立組

合についても、各募集年度の積立て毎に異なる印鑑を使用することはできま

せん

伐届出印については、法人登記された積立組合の場合には当該組合の印鑑証

明のある印、法人登。Eされていない積立組合の場合には当該組合の印(理事

長印等を届け出てください。

③機構及び事務受託銀行が諸届その他の害類に使用された印影を、届出の印

鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合、そ

れらの印鑑又は書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために

生じた損害については機構及ぴ事務受託銀行は責任を負いません。

6 (積立手帳について)

a 募集年度の積立ての初回の債券購入の手続に先立ち、機構は積立組合に積

立手帳を1通発行します積立組合がその募集年度の積立てに係る取引によ

り保有する債券が保護預りとなっている問、又は積立組合がその募集年度の

積立てに係る取引により積立ての資格を有している間、これを積立組合を特

定する証として取扱いますので、大切に保管してください 1の7)に定める

ところにより追加して応募し、複数の募集年度の積立てを行う積立組合に対

しては、各募集年度の積立ての初回の債券購入の手続に先立ち積立手帳を各

1通発行します

②機構所定の取引の際には、機構が指定する手続書類と併せて、積立手帳を

提出してください

③積立手帳を、盗難、不正使用等が発生しないよう、厳重に保管するととも

に、代表者の交代時には遅滞なく交代後の代表者に引き渡してください。積

立手帳の盗難、不正使用、偽造、変造その他の事故があった場合、そのため

に生じた損害については機構及び事務受託銀行は責任を負いません

(4 積立手帳には、機構が付与した、積立組合を特定する積立組合番号及び募

集年度の積立てを特定する積立手帳番号が表。己されます積立組合番号及び

積立手帳番号は積立組合だけの固有番号ですから、機構及び事務受託銀行へ

の手続又は連絡の際には、この番号を所定の書類に,三入し、又はお知らせく

ださい。また、 1の⑦に定めるところにより追加で応募を行う場合、機構に

対し、積立組合番号を申告する必要があります。

⑤積立手帳を譲渡し、又は質入れすることはできません。

フ(積立資格の喪失について)

次の住)から(5)までのいずれかに該当する場合には、積立組合は、各募集年度の

積立て毎(積立手帳番号毎)に、その後の積立ての資格を失います

住)積立組合が、債券購入を行わなかった場合(22の⑤に定める場合を含みま

す。)

②積立組合が、積み立てた債券のすべてにつき買入消却を受け、かつ、買入

消却の請求(以下「買入請求」といいますの手続において積立ての中止

の意思表示を行った場合

③積立組合が、やむを得ない理由により債券の保護預りを解除した場合

④機構の求める手続及び書類の提出がなされない場合

⑤その他機構が積立ての資格の取消が必要と判断した場合

〔債券の積立てについての規定〕

22(積立手続等)

1 毎年の債券の購入に当たっては、積立組合は、募集年度の積立ての初回の

債券購入手続の際、機構が定める積立金の振込受付期問(以下「積立金振込

受付期問」といいます)内に、機構所定の振込依頼書にて、全国銀行デー

タ通信システム(全銀システムによる振込みが可能な国内の金融機関か

ら、事務受,モ銀行の指定する口座に当該債券に係る積立金以下6に定める

ところにより債券発行に係る払込金に充当されるまでの問、これを申込証

拠金」といいます。)を振り込むとともに、機構が定める積立てに必要とな
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〔手続についての基本規定〕

8 (手続書類の提出方法について)

a)本制度における積立組合の手続においては、積立金の振込みを除き、機構

が指定する手続書類を事務剣託銀行の取扱店に郵送することにより行いま
す書類の提出はすべて郵便によることとし、持参による提出は受け付けま

せん

(2 郵送の期限については、各取引毎に機構が定めます。この期限を過ぎて事

務受託銀行に到着した手続書類については、手続が成立しない、又は相当期

間遅延することがあります。なお、そのために積立組合に生じた損害につい

ては、機構及び事務受託銀行は責任を負いません。

9 (取引書類の送付について)

機構及び事務受託銀行から積立組合に送付する本制度の取引・手続に係る書類

等は、代表権等の硴認書類で届け出られた代表者(以下「届出の代表者」とい

います)あて又は機構が指定する手続書類により積立組合が指定した管理会社

(以下「管理会社」といいます。)あてに郵便又はこれに準ずる方法で送付しま

す

10(手続害類の延着及ぴ未着について)

a 機構又は事務受託銀行の取扱店あてに、積立組合が各取引に必要な各種書

類を郵便又はこれに準ずる方法で送付した場合で、当該書類が延着し、又は

到達しなかったときには、そのために生じた損害については機構及び事務受

託銀行は責任を負いません

② 9に定める方法に従い、届出の代表者又は管理会社あてに機構又は事務受

託銀行が通知又は送付書類を発送した場合には、当該書類が延着し、又は到

達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

Π(連絡先)

機構又は事務受託銀行は、届出の代表者に連絡がとれない場合に、マンション

管理組合が応募時に届け出た連絡先(23に定めるところにより、連絡先の変更

の届出を行った場合は積立組合が届け出た連絡先)に対して、取引に関し連絡

することがあります。

ます

17 (債券の払出し)

保護預りされた債券については、買入消却、利1厶及び満期償還の際に、その対

象となる債券利払の場合は利札のみに限り払出しを行い、19から2ほでに

定める方法により利息、、償還金及び買入代金を支払います。

18(譲渡又は質入れの禁止)

この保護預りに伴う一切の権利について、讓渡又は質入れすることはできませ

ん。

円(利息、償還金等の受取方法)

保護預りの債券の利息、、償還金及び買入代金については、20に定める元利金自

動振込先口座に振り込みます機構及び事務受託銀行の店頭にて受け取ること

はできません

20(元利金自動振込先口座の指定)

仕積立組合が12に定める保護預り依頼を行うに際しては、必ず機構の指定す

る書類を提出することにより、利息,償還金、買入代金、振込みの返戻金そ

の他一切の取引に係る資金の振込先とする預金口座(以下「元利金自動振込

先口座といいます。)を指定するものとしますただし、既にそれ以前に

募集年度の積立てを行い、元利金自動振込先口座を指定している積立組合に

ついては、改めて元利金自動振込先口座を指定する必要はありませ人。

②積立組合は元利金自動振込先口座を変更する場合には、機構の指定する書

類の提出により元利金自動振込先口座変更の手続をするものとします。

③積立組合は、元利金自動振込先口座を、 1口座のみ指定するものとしま

す。

④元利金自動振込先口座に指定する預金口座は、積立組合自身の預金口座を

指定することとし、かつ口座名巽に積立組合のマンション管理規約に定めら

れた積立組合の名称が明記されているものに限ります

⑤機構又は事務受託銀行が(1)から4までに基づき兀利金自動振込先口座に指

定された口座に、 21に定めるところにより利忘、、償還金、買入代金及び振込

みの返戻金その他一切の取引に係る資金の振込みを行った場合は、いかなる

損害が生じても機構及び事務受,モ銀行は責任を負いません。

21(利息、、償還金等の元利金自動振込先口座への振込み)

川事務受託銀行は、各債券の利払日に、元利金自動振込先口座に利息、を振り

込みます

②事務受託銀行は、各債券の償還日に、元利金自動振込先口座に償還金を振

り込みます

信)買入消却を行う場合、事務受。モ銀行は、各債券につき機構の定める買入代

金の交付日以下「買入日」といいます。)に、元利金自動振込先口座に買

入代金及び利息、を振り込みます

④ 1から3までによる振込みは、各募集年度の積立て毎(積立手帳番号毎)

に合算して行うことができるものとします

佑機構及び事務受託銀行に責任を帰す丈きでない理由により、山から4まで

による振込みが遅延した場合には、そのために生じた損害について、機構及

び事務受,モ銀行は責任を負いません

価 1から4までによる振込みに係る振込手数料は無料とします。ただし、機

構及ぴ事務受,モ銀行に責任を帰すべきでない理由により、 a)から④までによ

る振込みについて組戻又は再振込みが必要となったときは、組戻手数料及ひ

振込手数料は積立組合の負担となりますこの場合、事務受託銀行は、組戻

額又は再振込額の中から事務受託銀行所定の手数料相当額を差し引いて振り

込みます

(7 債券の購入に際して積立組合から事務受託銀行に振り込まれた資金につ

き、返金の必要が生じたときは、振込手数料は積立組合の負担となります。

この場合、事務受託銀行は、振込額の中から事務受託銀行所定の手数料相当

額を差し引いて振り込みます。
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〔債券の保護預りについての規定〕

】2(保護預りの範囲)

積立組合は、募集年度の積立ての初回の債券購入の手続時に、必ず、機構が指

定する轡類をあらかじめ提出することで債券の保護預り依頼を行うものとし、

債券は、発行と同時に機構がこれを全額保護預りします。

13(債券の保管方法)

a 機構が保護預りする債券は、機構が善良なる管理者の注意義務をもって、

所定の場所亊務受,モ銀行に再寄。モし、他の預け主の同銘柄の債券と区別

することなく混蔵保管できるものとします。

伐)混蔵保管は、大券をもって行うことがあります。

14(告知書の提出)

利子に係る告知書については、12に定める保護預り依頼時に機構が指定する書

類にて、積立組合が事務受託銀行の取扱店に提出するものとします。

15(取引内容の通知)

募集年度の積立て毎の取引の内容について機構は、取引の都度発行する計算書

等によりお知らせします。

16 (残高の通知)

機構は、募集年度の積立て毎の残高の明細を。己載した残高'明書を、年]回、

積立組合が応募時に届け出た希望時期に、届出の代表者又は管理会社に送付し



る書類の受付期間(以下「積立必要書類返送受付期問」といいます)内

に、機構の指定する書類を事務受託銀行の取扱店に郵送してください。この

場合、振込みに係る振込手数料は積立組合の負扣となります

② 9に定めるところにより機構が届出の代表者又は管理会社にあてて送付し

た申込証に、何らかの署名がなされて事務受託銀行に提出された場合は、こ

れを積立組合の代表者による債券購入の申込みとみなします

③届出の代表者以外の方による署名がなされた申込証が事務受託銀行に提出

された場合、②により当該申込みは積立組合の代表者によってなされたもの

とみなします。ただし、機構及び事務受託銀行はこれをもって代表者変更の

届出がなされたとは取り扱いませんので、 k表者の変更があった場合には、
23に定める手続により速やかに届け出て下さい。なお、この手続が遅れたこ

とにより生じた損害については、機構及び事務受託銀行は責任を負いませ

ん。

④申込証拠金は、口座引落及びATM利用による払込みはできません

(5)次の①から⑦までの要件のいずれかーつでも満たさない場合、債券の購入

はできません。また、①から⑦までの要件を全て満たせぱ債券の購入は成立

し、債券の発行日以降いかなる理由があっても当該購入の取消しはできませ

ん

1 積立必要書類返送受付期間内に、申込証その他機構が定める書類が、事

務受託銀行の取扱店に到着していること。

2 申込証拠金の振込みに当たって、機構所定の振込依頼書が使用されてい

ること。

③積立組合による債券購入の申込み(②の場合の申込みを含む。)であるこ

と。

4 積立組合が積立ての資格を失っていないこと

5 積立金振込受付期問内に申込証拠金が、事務受託銀行の指定する口座に

振り込まれていること。

⑥申込証に記載された金額と、振り込まれた申込証拠金の金額が一致して

いること。

⑦振り込まれた申込証拠金の金額が「50万円募集年度が14年度以前であ

る場合にあっては100万円) X積立口数」の算式より算出した金額と一致

していること。

⑥振り込まれた申込証拠金は、債券の発行日に債券購入のための払込金に充

当されます。また、振込日から債券の発行日までの利息、はつきません。

⑦積立組合は、積み立てた債券につき、25に定めるところにより一部又は全

部の買入消却を受けた後も、積立組合が積立て中止の申出を行わない限り、

積立てを継続することができます。

⑧ 1の⑦に定めるところにより追加して応募し、複数の募集年度の積立てを

行ってぃる積立組合は、各募集年度の積立て毎(積立手帳番号毎)に積立て

の手続書類を提出してくださいまた、積立てに係る振込みについても、機

構所定の振込依頼婁を使用して各募集年度の積立て毎(積立手帳番号毎)に

各々振込みを行うこととし、各募集年度の積立てに係る債券毎の金額の合計

金額での振込みは行うことはできないものとします。積み立てている各募集

年度の積立ての手続が行われない場合は、手続がされなかった募集年度の積

立てにつき、積立ての資格を失います。

⑨申込証拠金の振込手続において、積立組合が機構所定の振込依頼書を使用

しなかったことにより、機構及び事務受託銀行が振込みを行った積立組合を

特定できない場合、積立ての手続ができず、振込金の返金ができなくなるこ

とがあります。そのために生じた損害は、機構及び事務受託銀行は責任を負

いません

行っている積立組合が届出事項の変更の手続を行う場合は、すべての募集年

度の積立てについての手続となります

③届出事項の変更の手続から、機構及び事務受託銀行から送付される沓類及

ぴ郵送物の宛先等についての届出事項の変更の反映までは、相当の期間を必

要とする場合がありますこれらの反映が完了し次第、機構から届出の代表

者又は管理会社にあてて、代表者等変更手続完了のお知らせを送付します。

なお、届出印の変更については、事務受託銀行から届出の代表者又は管理会

社にあてて、手続が完了した旨を通知します。

④届出の代表者又は管理会社にあてて機構又は事務受託銀行が通知又は送付

書類を発送した場矯には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべ

き時に到達したものとみなします。

〔積立手帳・届出印の紛失等についての規定〕

24(積立手帳・届出印の紛失等)

山積立手帳や届出印を失った場合には、届出の代表者は直ちに事務受託銀行

の取扱店に電話で連絡してください。当該取扱店は直ちに届出事項の変更受

付、買入請求受付の停止の措置を行うとともに、利払、買入消却及び満期償

還の各取引に係る支払の停止の措置を行います。この連絡の前に生じた損害
及び支打、の停止の措置による損害については、機構及び事務受託銀行は責任

を負いません。

② 1の⑦に定めるところにより追加して応募し、複数の募集年度の積立てを

行っている場合、①に定める届出事項の変更受付の停止の対象は、積立組合

が積立てを行っている全ての募集年度の積立てが対象となります。また、買

入請求受付の停止並びに利払、買入消却及ぴ満期償還の各取引に係る支払の

停止は、積立手帳又は届出印を失った場合には、積立組合が積立てを行って
、

いる全ての募集年度の積立てに係る債券が対象となります。

得)機構及ひ務受託銀行は、 a)の支払の停止の措置について、当該取引が予

定されている日の2営業日前以降に連絡された場合、当該取引の支払停止は

できないことがあります。停止の措置ができないことにより生じた損害につ

いては、機構及び事務受託銀行は責任を負いません。

④山の事務受託銀行への連絡の後、直ちに機構が指定する書類を、事務受託

銀行の取扱店へ提出してください。

⑤届出事項の変更受付の停止の解除、買入請求受付の停止の解除並びに積立

手帳の再発行、利払、買入消却及び満期償還の各取引に係る支払停止の解除

については、機構所定の手続を行った後に行います。この場合、相当の期間

を必要とすることがあります。

事務受託銀行はみずほ銀行とし、取扱店は同1丁本店とします。

2000年度募集に係る積立手帳に記載されているπ利金受取口座」につ

いては、本規定上の「元利金自動振込先口座を指すものとします。

2000年度募集に係る保護預り申込書兼告知杏に。己載されている申込証

拠金受付期間(積立金の杉、込期問)」については、この手続規定上の

「積立金振込受付期間」を指すものとします。

〔届出事項の変更等についての規定〕

23(届出事項の変更等)

①機構に届け出た代表者の氏名及び住所、積立組合の名称及び所在地、連絡

先その他の変更並びに募集年度の積立ての初回の債券購入の手続時に届け出

た届出印、元利金自動振込先口座その他の届出事項の変更(以下「届出事項

の変更」といいます。)があった場合には、届出の代表者(代表者の変更の

場合は、変更後の代表者)は、直ちに事務受託銀行の取扱店に対し、機構が

指定する手続書類により届け出てください。この場合、機構の指定する事項

の変更につぃては、積立手帳を併せて提出してくださいこの届出の前にこ

の届出を行わなかったことにより生じた損害については、機構及び事務受託

銀行は責任を負いません。

2 1の⑦に定めるところにより追加して応募し、複数の募集年度の積立てを

26(買入消却の手続)

Q)買入日は毎月1回とし、毎月10日(その日が銀行休業日の場合は直前の営

業印とします。

②買入消却の手続の際は、機構が定める債券買入請求書に届出の代表者の氏

名・住所及び届出の代表者以外の会計担当役員等の氏名・連絡先等を記入

し、届出印を押印の上、B)に定めるとおり事務受託銀行の取扱店に到着する

よう買入消却を行う債券に係る積立手帳とともに提出してください③に定

めるとおりに到着しない場合、それにより生じた損害については、機構及び

事務受託銀行は責任を負いません。

(3×2)に定める債券買入請求書及び積立手帳の提声にっいては、買入日の属す
る月の前月1日から同月15日までの消印を得て、買入日の属する月の前月20

日までに事務受,モ銀行の取扱店に到着するよう郵送してください。

④買入消却は各募集年度の積立て毎(積立手帳番号毎)に何回でも請求する

ことができますただし、同一募集年度の積立て(同一積立手帳番号)の同

一買入月において買入消却を複数回請求することはできません。

⑤買入消却に際しては、債券買入請求書に記載された届出の代表者以外の会

計担当役員等に対して、機構から買入消却の意思確認をさせていただきま

す。買入日の属する月の前月末日その日が銀行休業日の場合は直前の営業

印までに買入消却の意思確詔、がとれ次第、買入消却の手続を進めさせてい

ただきます。この買入消却の意思確認がとれず、買入消却の手続を進めるこ

とができなかった場合、そのために生じた損害については機構及び事務受託

銀行は責任を負いません

⑥買入消却の受付手続が完了し次第、買入計算書が届出の代表者又は管理会

社あてに送付されます。当該代表者は買入消却の内容と、元利金自動振込先

口座を確認、した上で、誤りがあれぱ事務受託銀行の取扱店に直ちに連絡して

くださいこの連絡が買入日の属する月の前月末日までにない場合、そのた

めに生じた損害については機構及び事務受託銀行は責任を負いません。

その3

〔買入消却(中途換金・解約)についての規定〕

25 (買入消却等)

住)買入消却の手続は、各募集年度の積立毎(積立手帳番号毎)に行います。

1の⑦に定めるところにより追加して応募し、複数の募集年度で積立てを

行っている積立組合については、それぞれの積立てについて一部又は全部の

買入消却を請求できます

②積立組合は、次の①又は2の場合に限り保護預り債券の全部又は一部につ

いて買入消却を請求できるものとします。

①マンション共用部分の改良工事を行う場合(各募集年度の積立毎(積立

手帳番号毎)に積立開始日の翌日から1年を経過している場合で、機構

による審査を受け、機構が承認、したときに限ります。)

②マンションに係る不慮の事故等への対応の場合(機構による審査を受

け、機栴が承認、した場合に限ります。)

③積立組合は積み立てた債券につき、発行後2か月以内の債券及び買入日が

属する月に満期償還を迎える債券を除き、 1050万円(募集年度が平成14年

度以前である場合にあっては 10100万円)単位で、募集年度の積立て毎

(積立手帳番号毎)に発行日の古い債券から順に買入消却を受けることとな

ります。

④一部の債券の買入消却の場合には、買入消却する口数を指定してください。

⑤全部を買入消却した場合でも、買入請求手続の際に積立組合からの積立て

を中止する旨の申出がない限り、次回からの積立てを継続できます

⑥買入代金の額は、額面金額とします(買入価額は額面100円につき100円と

します。)。買入消却を行う場合には、買入日に、買入代金と併せて、直前の

利払日の翌日から当該買入日までの経過期間に応じて、機構が定める方法に

より計算した利鳥、額から源泉徴収税額を差し引いた額を、19から2ほでに定

める方法により支払います。
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在する積立組合又は購入した債券を全て買入消却している積立組合で、今後も

積立ての継続を希望しているものに対しては、マンション管理に関する有益な

情報を掲載した情報誌を定期的に送付する等の措置を行います。

〔アンケートへの協力依頼についての規定〕

30機構又は機構の委託を受けた者が、29に定める情報誌等を作成することを主

な目的として積立組合の代表者あてにアンケート調査の協力をお願いすること

があります。

〔痢井"こついての規定〕

27 (利払等)

a)各債券の利払日は、年1回、 2月20日(その日が銀行休業日の場合は直前

の営業日)とします

②各債券の利払日には、債券発行時に各債券毎の機構が定める方法により計

算した利息、額から源泉徴収税額を差し引いた後の金額を、19から2ほでに定

める方法により支払います

③利彰、に先立って、利金支彰、のご案内が届出の代表者又は管理会社あてに送

付されます当該代表者は送付された利金支払のご案内について、利払内容

と、兀利金自動振込先口座を確認した上で、誤りがあれば事務受託銀行の取

扱店に直ちに連絡してください。この連絡が利払日の属する月の10日までに

ない場合、そのために生じた損害については機構及び事務受託銀行は責任を

負いません。

④積立組合は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律(平成25年法律第27号)第58条第1項又は第2項の規定により

法人番号が指定されたときは、当該法人番号を速やかに機構に提出してくだ

さい。

〔反社会的勢力の排除〕

31 積立組合(積立組合を構成する区分所有者を含みます。31において同じ。)

は、次の①から(3)までを機構に対して誓約します。

仕)積立組合が本制度利用中の全ての段階において次の 1から7までに掲げる

者のいずれにも該当せず、これらの者のいずれとも関係これらの者を経営

に実質的に関わらせること、これらの者に資金供給又は便宜供与すること、

これらの者を従事者とすること等を含む。以下同じがないことを表明し、

かつ、将来にわたっても該当せず、関係がないことを確約すること。

①暴力団

②暴力団員

③暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者

4 暴力団準構成員

5 暴力団関係企業

⑥総会屋等、社会運動等標袴ゴロ又は特殊知能暴力集団等

⑦その他]から6までに準ずる次のいずれかに該当する者

イ自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に

損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどし

ている者

口暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与

するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又

は関与している者

ハ暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を右している

者

暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用

するなどしている者

②積立組合自ら又は第三者を利用して次の①から5までに該当する行為を行

わないこと

①暴力的な要求行為

②法的な責任を超えた不当な要求行為

③脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

④風説を流布し、偽計又は威力を用いて機構の信用を殿損し、又は機構の

業務を妨害する行為

⑤その他①から④までに準ずる行為

捻XI)の①から⑦までに掲げる者のいずれかに該当し、これらの者のいずれか

と関係し、若しくは②の①から⑤までのいずれかに該当する行為をし、又は

住)に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合に

は、積立組合は、次の①又は②の措置について一切の異議等を述べないで応

じること。

①機構が積立組合の承諾を得ることなく既に積み立てた債券を中途償還

すること

②機構は積立組合に対して積立継続を認めないこと。

〔満期償還についての規定〕

28(満期償還等)

a)満期償還日は、各債券毎に発行時に機構が定める日(その日が銀行休業日

の場合は直前の営業印とします。

伐卜満期償還日まで保有した債券については、各債券の満期償還日にその償還

金を、19から2ほでに定める方法により支払います。

は)満期償還に先立ってΥ満期償還金支払のご案内が届出の代表者又は管理会

社あてに送付されます。当該代表者は送付された満期償還金支払のご案内に

ついて、満期償還の内容と、元利金自動振込先口座を確認、した上で、誤りが

あれば直ちに事務受託銀行の取扱店に連絡してください。この連絡が満期償

還日の属する月の10日までにない場合、そのために生じた損害については機

構及び事務受託銀行は責任を負いません。

姓卜満期償還日後は利急、は付きません。

〔本制度の利用における情報提供についての規定〕

29(積立組合への情報提供)

債券購入の実績がある積立組合のうち、機構に保護預りされた債券の残高が存

〔本規定の変更の場合の扱い〕

詑本規定を変更する場合には、機構ホームページでお知らせします。

〔附則〕

その 1

その2



積立ての特典

積立ての実績があり、債券の残高がある積立組合は、次の特典をご利用いただナます。

※積立てを継続されている積立組合が積み立てた債券を全て買入(中途換金)し、残高がなく

なった場合でも、買入手続時に次回以降の継続積立を希望していれぱ、特典1を除いた特典

をご利用いただけます。

マンション共用部分リフォーム融資の金利を年0.2%引き下げます。

積立組合が機構の「マンション共用部分リフォーム融資」をそ利用される際、
特典

積立てを行っていない管理組合に比べ、金利を年0.2%引き下げます。

※「マンション共用部分リフォーム融資」の申込時点で残高があることが必要

です。

特典

2

マンション管理情報誌をお届けします。

マンション管理に役立つ記事を満載した情報誌「住宅金融支援機構マンショ

ン情報BO×」(年2回、春と秋に発行予定)を積立組合の代表者の方征里事長

等)あてに送付します。

特典

マンション共用部分リフォーム融資の保証料かユ割程度割り引かれます。
((公財)マンション管理センターに保証委託する場合)

積立組合が機構の「マンション共用部分リフォーム融資」(師P46参照)を

で利用される際、(公財)マンション管理センターへ保証委託する場合は、積

立てを行っていない管理組合に比べ、保証料が2割程度割り引かれます。

※このしおりの作成日(20]8年]]月)現在、(公財)マンション管理センター

へ保証委託する場合に同センターが実施している特典であゆ、今後、取扱い

の変更等が生じることがあります。

特典

'4

機構が主催するマンション管理・再生に関するセミナーへご参加いただけます。

機構が主催する、管理組合向けのマンション管理に役立つセミナーへそ参加

いただけます。セミナーの開催については、メールマガジンなどでで案内しま

す。

マンション共用部分リフォーム融資のご案内

管理組合の組合員向けにメールマガジンを配信します。

公共団体、関係団体、機構等が実施するマンション管理・再生に関するセミ

ナーの開催情報等のメールマガジンの登録方法については、同封する資料

「メールマガジンの登録方法について」をそ覧ください。

マンション共用部分リフォーム融資とは、マンション管理組合のみなさまが共用部分の

フォームエ事を行う場合にお借入が可能な融資です(以下の情報は2018年10月現在のものです。
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特長

本融資には5つの特長があります。

【特長①】全期間固定金利

借入申込み時点で返済額が確定しますので、返済計画が立てやすく、管理組合の合意形

成がしやすくなります。

【特長②】法人格の有無を問いません。

・法人格の有無を問わずお申込みいただけます。

【特長③】担保は不要です。

【特長④】耐震改修工事を行うことにより、融資金利を一定程度(※1)引き下げます。

・機構の定める耐震改修工事(※2)を行う場合に対象となります。

【特長⑤】マンションすまい・る債の積立てにより、融資金利を年02%引き下げます。

46

・借入申込み時点でマンションすまい・る債の残高がある場合は、通常の融資金利から年

02%引き下げます。

※ 1金利の引下げ幅につきましては、毎月見直します。

※2建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に定める計画の認定を受け

耐震改修を行うもの等が対象になります。

融資金利

りフォーム融資の種類

マンション共用部分リフォーム

師す震改修工事を含む場合】

マンション共用部分リフォーム

※上記金利は、2018年10月現在のものです。融資金利は毎月見直します。

※最新の金利は、機構のホームページ(https://VVVVVV.jhf.80.jp/[oan/yushi/info/mansionreform/
index.htm[)でご確認ください。

融資金利

年0.55%

年030%

マンションすまい・る債

積立組合向け融資金利

年035%

年0.10%

典

5
特

1



商品概要

資金使途 マンション管理組合がマンションの共用部分をリフォームするための資金

1 次の事項が管理規約又は総会の決議(※1)で決められていること。

①マンション共用部分のリフォームをすること。

②機構から資金を借り入れること(イ茸入金額・借入期問・借入予定利
率等)。

③本返済には修繕積立金を充当すること。
④組合員、業務、役員、総会、理事会及び会計に関する事項
⑤(公財)マンション管理センターに保証委託すること。
2 管理費又は組合費により充当すべき経費に修繕積立金を充当できるこ
とが、管理規約又は総会の決議で決められていないこと。

ご利用いただける
管理組合

3 毎月の返済額(※2)が毎月徴収する修繕積立金額(※3)の80%以

内となること。

4 修繕積立金が一年以上定期的に積み立てられており、滞納割合が10%
以内であること。また、管理費や組合費と区分して経理されているこ
と。

5 マンションの管理者又は管理組合法人の代表理事が当該マンションの

区分所有者(自然人)の中から選任されていること。
6 反社会的勢力と関係がないこと※4)。

工事費の80%又は150万円(※ 5) X住宅戸数のいずれか低い額(※ 6)

1年以上10年以内(1年単位)

不要

(公財)マンション管理センターへの保証料の支払が必要です。

元利均等返済又は元金均等返済

融資限度額

返済期問

保担

保証料

返済方法

※1 決議を行う総会において、「商品概要説明書」等、機構所定の書式を配布した上で理事長

等が内容を説明し、その旨を当該総会の議事録に記載していただく必要があります。

※2 既に他の借入れがある場合は、当該借入れの返済額を含みます。

※3 返済額に充当するために返済期間中一定額を徴収する場合には、その額を含みます。

※4 管理組合の組合員が反社会的勢力に該当する場合、住戸が反社会的勢力の事務所等として

使用されている場合等も融資できません。

※5 耐震改修工事の場合は、500万円となります。

※6 毎月の返済額が毎月徴収する修繕積立金額の80%を超える場合は、80%となるよう融資額

を減額させていただきます。

【ご注意】

●審査の結果、お客さまのご要望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●上記は(公財)マンション管理センターへ保証を委託する場合の融資条件です。保証を委託しない場
合は、融資条件が異なります。
●非住宅(店舗等)部分の専有面積が全体面積の4分の1を超える場合は、当該部分に係る工事費は融
資の対象外となります。

●マンションすまい・る債の積立要件と本融資要件は異なりますのでご注意ください。

マンション共用部分リフォーム融資に関するお問合せ先

支店名

北海道支店北海道

東北支店青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県

店栃木県・群馬県・新潟県・長野県・東京都・神奈川県・茨城県本

まちづくり業務部埼玉県・千葉県・山梨県・静岡県

東海支店岐阜県・愛知県・三重県
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近 畿 支
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滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・富山県
店
石川県・福井県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県

店鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県

店福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 合092-233-1509

営業エリア 電話番号

合011-261-8305

合022-227-5036

合03-5800-9366

合仍2-263-2905

合06-6281-9266

合082-221-8653支
支

中
九
国
州



第2章ご使用いただく書類の記入例

1 初回の積立てを行う時
(1)保護預り申込書兼告知書

あらかじめ印字されている部分です

信e入不要)。

※この部分を変更する場合は、印字部

分に届出印で訂正印を押印の上、枠

内に加筆修正してください。また、

53-54ページをご参照いただき、併

せて変更手続をお願いします。

代表者の方のご氏名及びご住所を自署に

よりご記入ください。

あらかじめ印字されている部分です

信e入不要)。

<法人番号の指定を受けている積立組合>^

「法人番号の指定」欄の「有」に0を記入した

上で、マイナンバー制度開始に伴い指定された

法人番号を記入してください。

<法人番号の指定を受けていない積立組合>

「法人番号の指定」欄の「無]に0を記入して

ください。

※太枠の中を記入・押印し、1枚目を必琵書類(マンシヨンすまい・る債
みずほ銀行事務受託銀行)証券部あてご返送ください。2枚目は積主粗合控となっていますので送付不貞です:「積立手帳」と

住宅金融支援機構債券(

保護預申'
独立行政法人住宅金融支援機構殿

※この欄を訂正する場合は、届出印で訂正印を押印してく
変更手続を必ず行ってください

積立組合番号 0000

マンション管理組合一ー

所在地後楽0-0-0
マンション管理組合名

代表者の氏名
岫署)

※この書類のほか、ご提出いただく書類等は9-10ページをご覧ください。

代表者の住所

私はマンションすまい・る債のしおりの内容を了承の上、

る住宅金融支援機構債券(区)(以下債券という。)の保

の支払の取扱いを依頼します。
また、併せて所得税法第22

積立手帳番号

しおり 910ページ参照)とともに、

もに大切に保管してください。

ンションすまい・る債)

書兼告知書

1:くコー'、

後楽太郎
道
文京東京 府県

後楽コーポ101号

理且一

法人番号の指定

ごさい。また

摘要(

支払の取扱者

精査
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⑳

』

4条第1項及び所得税法施行第339条第3項の規定に基づき、下記のとおり告知します
債券のヨ1 公社債等

無※いずれかに0(記スがない場合には、無」とみなしますのでご注意ください)

法人番号C O 00000000000有の場合

り

西暦00 0年00月

マンションすまい・る債のしおり

【債券積立のスケジュール及び各回の利息、の支払期田

申込証拠金妥付期問積立
還期限 利息、の支払期日債券発行日

(積立金振込受付期問)回数
2020年2月20日を初回としてその後償還2029年2019年2018年11月16日

月20日期限までの毎年2月20日に利息を支払う~2019年2月1日 2月20日

2021年2月20日を初回としてその後償還2020年2030年2019年11月中旬
第2 回 月20日期限までの毎年2月20日に利息を支払う~2020年2月上旬 2月20日

2021年2031年2022年2月20日を初回としてその後償還2020年11月中旬
第3回

月20日期限までの毎年2月20日に利息を支払う~2 0 2 1年2月上旬 2月20日

2022年2032年2023年2月20日を初回としてその後償還2021年11月中旬
第4回 月20日期限までの毎年2月20日に利息を支払う~2022年2月上旬 2月2 0日

2033年2024年2月20日を初回としてその後償還2023年2022年11月中旬
第5 回

月20日期限までの毎年2月20日に利息を支払う~2023年2月上旬 2月2 0日

2025年2月20日を初回としてその後償還2 34年2024年2023年11月中旬
第6 回

月20日期限までの毎年2月20日に利息を支払う~2024年2月上旬 2月2 0日

2035年2026年2月20日を初回としてその後償還2024年11月中旬 2025年
第7 回

月20日期限までの毎年2月20日に利息を支払う~2025年2月上旬 2月2 0日

2026年2ρ36年 2027年2月20日を初回としてその後償還2025年11月中旬
第8 回

月20日期限までの毎年2月20日に利息を支払う~2026年2月上旬 2月20日

2027年2037年2028年2月20日を初回としてその後償還2026年11月中旬

第9回~2027年2月上旬 月20日期限までの毎年2月20日に利息を支払う2月20日

2029年2月20日を初回としてその後償還2028年2 38年2027年11月中旬

第1゜回~2028年2月上旬 月20日期限までの毎年2月20日に利息を支払う2月20日

※いずれの債券も買入消却を行う際は、買入消却日直前の刃息の支払期日の翌日から買入消却日までの経過期問に応じ、機構
が定める方法により利息を支払います。

所在地

名称

口

1(みずほ銀行送付用)

住民票

東京都文京区後楽1丁目4番1号
独立行政法人住宅金融支援機"

扣当者

記マンション管理組合の総意に基づき、下記積立手帳番号に係

預りを申し込み、併せて保護預り中の債券に係る元金及び利金

今後の債券積立のスケジュール(予定)

です。内容をご確認ください。

日

を参照の上、

000

照合

ご記入いただきましたら、1枚目を必要書類(9-10

ページ参照)とともに、みずほ銀行証券部あてご返

送ください。

※2枚目は積立組合控となつていますので送付不要

です。「積立手帳」とともに、大切に保管してく

ださい。
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※実際の記入に際しましては、黒又は青の

ボールペンでご記入ください。また消せ

るボールペンは使用しないでください。

次ページ以降も同様です。

【金融機関チエック欄】

2.登記簿謄本又は全事項証明書告知書 1.管理規約

確認書類 5.運転免許証コピー 6.健康保険証コピーフ.その他(

法人番号 1.法人番号指定通知書コピー

確認書類 2.「国税庁法人番号公表サイト」検索結果(6 鳴以内)

処理日

記入日をご記入ください。

「届出印の登録及び元利金自動振込依頼

書」により届け出ていただく印鑑(注)

を鮮明に押印してください。

(注)既に積立てを行っている積立組合が

新たに積立てを行う場合は現在登録され

ている印鑑

(金融機関使棚)

3 印鑑証明書

権限者

4

一
'
'
'
.
、
、
、

市
郡

■
入
箇
所

'
入
箇
所
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初回の積立てを行う時
※応募時から現までにt 者の方に八更がない場合

1 届出印の登録及ぴ元利金自動振込依頼書

記入日をご記入ください。

あらかじめ印字されている部分です

信三入不要)。

※印字されている内容をご確認くださ

い。印字されている内容に誤りがあ

る場合は53-54ページをご参照くだ

さし、。

代表者の方のご氏名を自署によりご記入

ください。

今後の積立手続の中でご使用になる届出印を鮮明に押

印してください(2枚目と3枚目にも押印してくださ

い。)。

みずほ銀行(畢霧受託銀行)証毒部あてご返送くたさい
3枚自は磧立組合控となってぃますので送付不要です鴇立手ととも二大仞に保管してくたさい

届出印について

届出印は今後の手続(債券の買入(中途換金)の請

求や代表者変更などの各種届出等)においてご使用

いただく印で、事務受託銀行が積立組合からの真正

な申出であるか否かを確認するためにお届けいただ
くものです。

なお、届出印は原則として代表者個人の印ではなく、

次の印となります。

<法人登記していない積立組合>

積立組合の印(理事長印等)

<法人登記している積立組合>

法人の印鑑登録のある印

積立組合の印を作成していない場合は、新たに作成

していただくことをお勧めします。

積立組合印を作成しないで代表者の方の個人印を届

出印とした場合は、代表者の方の変更の都度届出印

の変更手続が必要となり、変更手続が遅れた場合、

トラブルの原因ともなりますので、極力お避けくだ

さし、。

独立行政法人住宅金融支援機擶
^

届印の登録】
届出印榔に届出印を押印くたさいまた、下記印字内容をご確認い
変更がある場合は、下の■~目の該当番号をで囲み、変更欄の

※詳しくは「マンションすまい・る債のしおり」(51ページ以

積立組合名称積立組合所在地

住宅金融支援機構債券(マンションすまい・る債)

届出印の登録及び利釡自動振込依頼書

積立組合番号

積立組合所在地

0①000^

ご記入いただきましたら、 1枚目と2枚目を必要書

類(9-10ページ参§引とともにみずほ銀行証券部

あてご返送ください。

※3枚目は積立組合控となっていますので送付不要

です。「積立手帳」とともに、大切に保管してく

ださい。

※この書類のほか、ご提出いただく書類等は9-10ページをご覧ください。

積立組合名称

〒000-0000
東京都文京区

後楽0-0-0

後楽コーポ管理組合

代表者住所

電,舌番号

〒000-0000
東京都文京区

後楽0-0-0

後楽コーポ101号室

00-0000-0000

後楽太郎

西暦 0000年00月

だき、変更がない場合は、代表者署名欄にご署名ください
枠内は、変更する内容にかかわらず、全てご記入ください

)をご参照ください。

代表者氏名

,.Ξ1司

法人登記有無

代表者署名柵

(ゴム印不可)
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【元利金自動振込の依頼】
当マンション管脛組合は、今後貴行において受領する住宅金融支援機柚債券1マンションすまい.る債)の元利金について,下記の菰金
口座への自動振込みを依頼します(下記預金口座を兀利金自動振込先口座とし指定します.).
なお、今後元利金自動振込先口座の変亜が必要な場合には,速やかに届出を行{ますので、振込みの度に貴行からの入金先確認の述絡はし
要ありません.
また、この依頼書の捉出に当たっては、将来どのような叩故が生じましても当ンション管理組合がその貴を負い、独立行政法人住宅金融
支援機擶及び投行に対しましては一切ご迷感、ご損害をおかけしません

(金融機関及び店舗名)

1みずほ銀行送付用

区町村名

番地

ワりガナ

禎立組合
名称

仁

上記■~■"変吏ない場合は表者氏名を、必ご智名ください。

都・道・府・県

変更柵

00

区町村名
播地

牙室等

T E L

フりガナ

都・道・府

預金口座名萎

代表者
氏名

(自将)

店

(フりガナ)必ずご記入くださいコウラクコーホカ'1 クミアイ

＼

)ー(

①械立組合自身の預金口座で、かっ、口座名璃が管理規約に!めらた積立組合の名、と同一であること

②積立組合が修繕積立金管理のために使用している口座であこと。
③銀行、信金、信組、農協、漁協、労働金廊、ゆうちょ銀1丁の口座であること(証券会社及び保険会社の口座は指定できません。)

届出印は、積立組合印又は理事長印を必ず押印ください(個人印はお
避けくたさい法人登記している積立組合は、印鑑登録されている
印を押印ください)※2牧目と3枚目にも押印ください。

銀行使用欄

受付日

駈日本橋

後楽コー,ξ管理組合

記入不要

利息、償還金及び買入代金のお受取にご使用

される口座の情報を正確にご記入ください(旦
座名義(フりガナを含みます。)は省略せずに

ご記入ください。)。

普通

(預金種類

2)当座

振込先
銀行店コード

備

考

ノ

0000000

元利金自動振込先口座について

ご指定いただく口座は、修繕積立金の管理のための

口座で、次の条件を全て満たす口座としてください。

・積立組合自身の預金口座で、かつ、口座名義

が管理規約に定められた積立組合の名称と同

ーである。

・普通預金又は当座預金(定期預金、金銭信託

等はご指定できません。)

銀行のほか、信用金庫、信用組合、農業協同

組合、漁業協同組合、労働金庫、ゆうちょ銀

行等の国内店舗の口座信正券会社及ぴ保険会

社の口座はご指定できません。)

この条件を満たす口座がない場合は、条件を満たす

口座を新たに開設していただきますようお願いしま

す。

既に積立てを行っている積立組合が新たに積立てを

行う場合は、現在登録されている元利金自動振込先

口座をご記入下さい。

口座番号)

必ずご記入ください

廃止日

〒

〒

届
出
印

1
 
号
口
丞

無

扣
当
者

再
鑑

権
限
者

担
当
者

再
鑑

権
限
者

)

1
 
2(
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初回の積立てを行う時
※応募時から現在までに代表者の方等に変更がある場合

2 届出印の登録及ぴ元利金自動振込依頼書

記入日をご記入ください。

変更する内容が含まれる番号に0をつけてくだ

さし、。

あらかじめ印字されている部分です信e入不要)。

記入不要

今後の積立手続の中でご使用になる届出印を鮮明に押

印してください(2枚目と3枚目にも押印してくださ

い。)。

X太枠の中を全て記入・押印し、 1牧目・2牧目を必要巻顯{マンションすまい・る債のしおリ910ヘーシ参
3牧目は稲立組合控となっていますので送什不裏です碩立手とともに大切に保管してください

届出印について

届出印は今後の手続(債券の買入(中途換金)の請

求や代表者変更などの各種届出等)においてご使用

いただく印で、事務受託銀行が積立組合からの真正

な申出であるか否かを確認するためにお届けいただ

くものです。

なお、届出印は原則として代表者個人の印ではなく、

次の印となります。

<法人登記していない積立組合>

積立組合の印(理事長印等)

<法人登記している積立組合>

法人の印鑑登録のある印

積立組合の印を作成していない場合は、新たに作成

していただくことをお勧めします。

積立組合印を作成しないで代表者の方の個人印を届

出印とした場合は、代表者の方の変更の都度届出印

の変更手続が必要となり、変更手続が遅れた場合、

トラブルの原因ともなりますので、極力お避けくだ

さし、。

独立行政法人住宅金融支援機描
^ J立ほ

【届 E の登録】

変更がある場合は、下のⅡ~目乙)該雪番号をて囲み、変更欄の枠内は、変更する内容にかかわらず、全てご記入ください
※詳しくは「マンションすまい・る債のしおり」 51ヘージ以髭)をご参照ください。

利息、償還金及び買入代金のお受取にご使用

される口座の情報を正確にご記入ください(旦
座名義(フりガナを含みます。)は省略せずに

ご記入ください。)。

積立組合所在地

弛通

積立組合番号

届出印の登録及びー;利金自動振込依頼書

積立組合所在地

(預金種類

2)当座

住宅金融支援機構債券(マンションすまい

※この書類のほか、ご提出いただく書類等は

9-10ページをご覧ください。

0000000

0 0000

〒000-0000

東京都文京区
後楽0-0-0

積立組合名称

積立組合名称

元利金自動振込先口座について

ご指定いただく口座は、修繕積立金の管理のための

口座で、次の条件を全て満たす口座としてください。

積立組合自身の預金口座で、かつ、口座名義

が管理規約に定められた積立組合の名称と同

ーである。

普通預金又は当座預金(定期預金、金銭信託

等はご指定できません。)

銀行のほか、信用金庫、信用組合、農業協同

組合、漁業協同組合、労働金庫、ゆうちょ銀

行等の国内店舗の口座(証券会社及び保険会

社の口座はご指定できません。)

この条件を満たす口座がない場合は、条件を満たす

口座を新たに開設していただきますようお願いしま

す。

既に積立てを行っている積立組合が新たに積立てを

行う場合は、現在登録されている元利金自動振込先

口座をご記入下さい。

代表者住所

後楽コーポ管理組合

電話番号

TO00-0000

東京都文京区

後楽0-0-0
後楽コーポ101号室

00-0000-0000

代表者氏名

代

代表者署名梱

(ゴム印不可)

法人登記有無

る債)

i 者
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後楽太郎

金丑

変更欄

〒 000 0000

東京画り・道・府・県 文京
区町村
後楽0-0-0

番地

フりガナコラクコー,、ン1クミア

後楽コーポ管理組合
積立組合

名称

0000〒 000 -

東京 文京道・府・県

西暦 0000年00月00

元利金自動振込の依頼】
当マンション管理組合は、今後貴行において受価する住宅金融支援機描債券イマンションすまい・る債)の元利金について、下記の預金
口座への自動振込みを依頼します(下記預金口座を兀利金自動振込先口座とし指定します。)
なお、今後元冽金自動振込先口座の変更が必要な場合には、速やかに届出を行しますので、振込みの度に貴行からの入金先確認の連絡は遭
要ありません

依頼轡の提出に当たっては、将来どのような那故が生じましても当ンシヨン管理組合がその貴を負い、独立行政怯人住宅金融また こ

支援機彬及び貴行に対しましては切ご迷惑,ご損害をおかけしません.

1みずほ銀行迭付用

●10月20日頃にお送りしている「受付番号のお知

らせ」ハガキの登録内容(申込組合所在地、申込

組合名称、代表者住所、代表者氏名、代表者電話

番号及び法人登記の有無)に変更があった場合に

は、他の必要書類(師P25~参照※ただし、登録

内容の変更届出書を除きます。)を併せてご提出い

ただくことになります(積立用書類に同封してく

ださい。)。特に代表者の方の変更の場合は、29ペー

ジを併せてご参照ください。

上記■~■'●変更な0場合は表者氏名を

口座番号)

振

区町村名

番地

必ずご記入く

込

号室等

T E L

フりガナ

先

預金口座名義

後楽0-0-0

後楽コー'、503号室
00 )(0000
シュウコウ ソ

代表者

氏名

(自署)

日本橋 支店銀1テ

(ワりガナ)名ずご記入ください。コウラクコーホカ' 1 クミアイ

後楽コー,ξ管理組合

(金融機関及び店舗名)

や

一名ください。

1 立組合自身の預金口座で、かつ、口座名綻が管理規約に tめられた積立組合の名称と伺一であること.

2積立組合が修繕積立金管理のために使用している口座であ,こと。
3銀行、信金、信組、農恊、漁協、労働金庫、ゆうちょ銀行,の口座であること(証券会社及び保険会社の口座は指定できません。)

住構次郎

廃止日

届出印は、積立組合印又は理事長印を必ず押印ください(個人印はお
避けください法人登記している積立組合は、印鑑登録されている
印を押印ください。)※2枚目と3枚目にも押印ください

ご記入いただきましたら、 1枚目と2枚目を添付書

類(9-10ページ参照)とともにみずほ銀行証券部

あてご返送ください。

※3枚目は積立組合控となっていますので送付不要

です。「積立手帳」とともに、大切に保管してく

ださい。

0000
ロウ

変更する内容にかかわらず、全て記入してく

ださい(フりガナも必ずご記入ください。)。

※代表者氏名欄は必ず自署してください。

届
出
印

1
 
号
口
番

担
当
者

権
限
者

)

1
 
2(



代表者署名柵(必ず現在の代表者が自署してください。)

初回の積立てを行う時

申込証

機械で読みとりを行う部分です。この

部分を汚したり、折り曲げたりしない

ようご注意ください。

(表面)

区第0 000号住宅金融支援機構債券

申込受付期問

申込証拠金払込
(申込証拠金払込期日までに証拠金の払込みの
ないときは、その申込みを無効とする。)

申込受付場所並に中込証拠金払込取扱場所及び払込金取扱場所
株式会社みずほ銀行本店
払込金額相当額とし、払込棚日に払込金に充当申込拠金額
する.なお、山込証拠金には利恩、を付けない。

千円企

本債券の応募総額が、本債券の総額に達しない
ときでも、その応募総額をもって成立する
無記名式利札付に限る
額面100円につき金100円
2019年2月20日日)

千円千円

込証⑳1鞭轟点ゞ到!馴舶
2018年11月16日か'にみずほ銀行本店に到着し
2 0 18年12月2 5日まよい場合、申込みは無効
2019年2月1日になります.

株式会社みずほ銀行

東京都千代田区大手町
今回積み立てる債券の発行条件を記載し

ています。債券の発行条件をご確認くだ

さい(裏面もご確認ください。)。

債券の総額
債券成立の特則

債券の形式
債券の発行価額
債券発行日(払
各債券の金額

償還の期限及び力去

現在の代表者の方のご氏名を必ず自署によりご記入ください(ゴム印は使用しないでください。)。
憤還価額
R読取棚

千円

器'
千円

千円の

本債券は、 2029年2月20日にその額面
金額を憤還する。ただし、慣還金を支払うぺき
日が銀行休業日に当たるときは、その前営業日
に繰り上げる.
額面100円につき金100円

(この部分を汚さないでください。)

※この書類のほか、ご提出いただく書類等は9-10ページをご覧ください。

亊務取扱部署:証券部証券管理室証券事務チーム

東京都港区港南2 -15-1

*積立組合の名称、所在地及び代表者に変更がある場合は、届出印で訂正印を押印し
枠内に加笹修正してください。なお、その際は「マンションすまいる債のしおり
をご確認の士、変史手続を必ず行ってください

13

00000000000000000

利金支払方法並びに
支払期日及び利率

代表者署名欄左側に印字されている代表者が変更されている場合は、印字部分に届出印で訂正印を

押印の上、代表者署名欄は現在の代表者の方のご氏名を必ず自署によりご記入ください(ゴム印は

使用しないでください。)。

<記入例>

丁目5番5号

上記以外の上項は、これを本申込証の婁面に記載し、申込証記載事

00002019年2月独立行政法人住宅金融支援機擶 理那長

以下の印字内容は住宅金融支援機構における9月末現在の登録内容です.(*)

積立手 000000 0000積立組合の
番号後楽コーポ管理組合名称

※金融機関確認棚

a)利息は債券発行日の翌日から憤還期日までこれを付
け、下記に定める利払期日に、各利払期日に応じた
利率により、各その日までのホn 箇年分を支払う。

(裏面)

第1回 2020年2月
第2回 2021年2月
第3回 2022年2月
第4回 2023年2月
第5回 2024年2月
第6回 2025年2月
第7回 2026年2月
第8回 2027年2月
第9回 2028年2月
第10回 2 0 2 9年2月

積

55

所在地

また、53-54ページをご参照いただき、併せて変更手続をお願いします。

代表者の方の変更の場合は、代表権等の確認書類の提出が必要となりますので、29ページをご参照

ください。

裏面記載事項

払込金額(額面金額)

〒000-0000
東京都文京区後楽0-0-0

住構次R

日

日

日

日

日

日

011%

039%

070%

096%

129%

153%

188%

218%

248%

278%

後楽太郎

本申込証。己載事項及びマンションすまい・る債のしおりを承認の上、応募いたしたく
上記のとおり申し込みます

買入消却

代表者署名梱(必ず現在の代表が自署してください。)

セ)Mの(Dから(3)までに基づき本債券の買入消却を行う
場合には,当該買入消却に係る買入代金の交付日
(以下買入消却日という.)に、当該貿入消却
直前の山に定める利払日の翌日から当該買入消却日
までの経過期問に応じ、独立行政法人住宅金融支援
機擶の定める方法により計算した利息額を支払う.

後

その前業日に繰り上げる。
④償還期日後利息.を付けない。
ω買入消却はいつでも行うことができるものとし.住
宅金融支援機榊債券積立者が自ら稜み立て独立行政
法人住宅金融支援機栴に保管の委託をしている債券
につき,伺者の区分所有に係る建築物の共用部分の
改良工Ⅲを行う場合で住宅金融支援機柵債券の第1
回の積立てから」年以上経過した住宅金融支援機構
債券積立者から買入罰求があったとき又は当該建築
物に係る不慰の町故等が発生した場合で住宅金融支
援機構債券敬立者から買入請求があり、独立行政法
人住宅金融支援機構が買入消却を認めたときは買入
消却を行うものとする.
(2)買入消却の価格は、額面lm円につき金100円とする
(3)買入消却日が銀行休業日に当たるときは、その前営
業日に繰り上げる。
林式会社みずほ銀行本店
株式会社みずほ鈿行木店
本債券の債帳者は、独立1丁政法人住宅金融支援機栴怯
に定めるところにより、独立行政怯人住宅金融支援機
榊の財産について他の債権者に先立って自己の債権の
弁抗を受ける権利を有する
ただし、本債券を含めた般担保債券に係る優先弁済
権は、民法の規定による般の先取特権に次ぐものと
され、一般担保債券伺士での優先劣後の関係は無く
同順位で担保される
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00000000

、,
ー、

貿入消却取扱場所
π利金支払場所
担保

太R

18 募集の受託会社

あらかじめ印字されている部分です信e入不要)。

※積立組合の名称又は所在地を変更する場合は、印字部分に届出印で訂正印を押印の上、枠内に

加筆修正してください。また、53-54ページをご参照いただき、併せて変更手続をお願いします。
立
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合
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1 初回の積立てを行う時

(4)振込依頼書

金融機関に振込みを依頼された日付

を西暦でご記入ください(2か所)。

振込期間後の手続に1 一切応じられまん。

匝亙回
依頼日 0000年00月

銀行名みずほ銀行本店

預金種目 その他(別段)

マンションサイハライコミグチ

銀
か機行
ら械の
打処方
電理へ

マンション債払込口

振込依

日

〒108-6009 東京都港区港南2 -15-1

(連絡先) 03-5252-6017

コウラクコーポカンリクミアイ

頼書

種目

後楽コーポ管理組合

〒000-0000東京都文京区
後楽0-0-0

に陣絡先氏樹後楽太郎

口座番号

(ご連絡先電話番)

依頼日・ご依頼人のご連絡先氏名・代表者氏名)

7234262

科目

電信振込 手数料

金額

現金内

当店

訳
他店

振込期間
平成00年00月00日から
平成00年00月00日まで

※届出印を押印しないでq謎い。

品川インターシティA棟

あらかじめ印字さ

れている部分です

信Z入不要)。

0 0 00

左記の金額正に受け取りました。

銀行受領印

0000年度募集第回積立分

の期間内に有効な積立用書類の提出がない積立金の振込み
、積立組合に通知することなく返金させていただきます。返金
の負担となり、振込手數料を控除して返金いたしますので、
申込証拠金)には、債券の発行日までの利息は付きません。

000 (ご連絡先電話番)

:0:0000000

マンションすまい・る債

※住宅金融支援機構が定めた所
に対しては、債券発行は行わ
にかかる振込手数料は積立組
ご了承ください。なお、振込金

57

右紙片(振込金受領書)は振込みの証拠書類となる書類です。

大切に保管してください。

お振込みいただいた積立金(申込証拠金)について、振込みに関する証明書及ぴ債券

の発行日までの残高に関する証明書を発行しません。

収入印紙

58

品川インターシティA棟

積立組合控

・ご連絡先電話番号を記入してくだい。

銀行の方へ

振込期間を経過したものは付できません。

「振込依頼害」によりマンションすまい・る債の事務受託銀行であるみずほ銀行に振り込んでください。
積立金の振込みを行った後は、この「振込金受領書」を振込みの証拠書類として、大切に保管してください。

「電信長刀振込金受領書
円

手数料振込日 0000年00月 00日

,'円
銀行名みずほ銀行本店 金額 ¥10100:0:001010

その他(別段)預金種目 口座番号 7234262

マンションサイハフイコミグチ

マンション債払込口

〒108-6009 東京都港区港南2 -15-1

(連絡先) 03-5252-6017

代表者の方のご氏名及

びお電話番号(日中に

連絡がとりやすいお電

話番号)をご記入くだ

さし、。

所定の債券発行日に債券を発行した後、手続が完了し債券を発行した旨を記載した「発行

通知書」(ハガキ)を機構から積立組合の代表者の方のご自宅又は積立組合が別途指定した管

理会社あてに送らせていただきます。

コウラクコーポカンリクミアイ

届出印を押印しないようご注意ください。

後楽コーポ管理組合

〒000-0000東京都文京区
後楽0-

あらかじめ印字されている

部分です信B入不要)。

00(0000) 0000

(ご連絡先氏名)

ご
依
頼
人

ご
依
頼
人

受
取
人

(
手
数
料
は
お
客
様
の
ご
負
担
と
な
り
ま
す
。
)

(
切
り
は
な
さ
ず
に
振
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。
)

冒
冒
冒
皿

の
た
め
、
コ
ー
ド

し
て
く
だ
さ
い
。

取
扱
金
融
機
関
収
納
印

本
振
込
用
紙
以
外
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使
用
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ま
せ
ん
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2 乞回目以降の積直てを行う時

(1)申込証

機械で読みとりを行う部分です。この

部分を汚したり、折り曲げたりしない

ようご注意ください。

(表面)

区第0 000号住宅金融支援機構債券

申込受付期問

申込証拠金払込

申込証⑳1鞭'、1'、^1馴舳
2018年11月16日か'にみずほ銀行本店に到署し
2 0 1 8年12月2 5日まない場合、申込みは無効
2019年2月1日になります.

申込受付場所並

申込証拠金額

今回積み立てる債券の発行条件を記載し

ています。債券の発行条件をご確認くだ

さい(裏面もご確認ください。)。

債券の総額
債券成立の特則

(申込証拠金払込期日までに証拠金の払込みの
ないときは、その申込みを無効とする.)

に申込証拠金払込取扱場所及び払込金取扱場所
株式会社みずほ銀行本店
払込金額相当額とし、払込卿日に払込金に充当
する。なお.申込証拠金には利息を付けない

千円金

本債券の応募総額が、本債券の総額に達しない
ときでも、その応募総額をもって成立する
無記名式利札付に限る.
額面100円につき金100円

日) 2019年2月20日
千円千円

債券の形式
債券の発行価額
債券発行日(払
各債券の金額

償還の期限及び去

償還価額
R読取欄

千円
習'千円の

本債券は、 2029年2月20日にその額面
金額を倹遼する.ただし、憤還金を支払うぺき
口が銀行休業日に当たるときは、その前営業日
に繰り上げる
額而100円につき金100円

現在の代表者の方のご氏名を必ず自署によりご記入ください(ゴム印は使用しないでください。)。

ω利息は債券発行日の翌日から慣還期日までこれを付利金支払方怯並びに13

け、下記に定める利払期日に、各利払甥日に応じた支払期日及び利率
利率により、各その日までの前1箇年分を支払う。
第1回 2020年2月20日 0

第2回 2021年2月20 0390

第3回 2022年2月20
第4回 2023年2月20 0 096

第5回 2024年2月20 0

第6回 2025年2月20 0

第7回 2026年2月20
第8回 2027年2月20 0

第9回 2028年2月20 248 。0

第10回 2 0 2 9年2月20日 0. 278%

上記以外のⅢ項は、これを本中込証の奥面に記載し、申込証記載璃
項の一部とする

00002019年2月独立行政怯人住宅金融支援機拙理水長

以下の印字内容は住宅金融支援機柵における9月永現在の登録内容です.(*)

檀立手 000000-0000稜立組合の
番号後楽コーポ管理組合名称

※金融機関確認欄

*積立総合の名称、所在地及び代表者に変更がある場合は、届出印で訂正印を押印し
枠内に加筆修正してください.なお、その際は「マンションすまいる債のしおり」
をご確認の上、変更手続を必ず行ってください。

亊務取扱部署:証券部証券管理室証券事務チーム

束京都湛区港南2-15-1

(この部分を汚さないでください。)

00000000000000000
代表者署名欄左側に印字されている代表者が変更されている場合は、印字部分に届出印で訂正印を

押印の上、代表者署名欄は現在の代表者の方のご氏名を必ず自署によりご記入ください(ゴム印は

使用しないでください。)。

<記入例>

また、63-64ページをご参照いただき、併せて変更手続をお願いします。

代表者の方の変更の場合は、代表権等の確認書類の提出が必要となりますので、29ページをご参照

ください。

千円

(裏面)

0

59

所在地

代去名署名欄必ず現在の代攻老が自薯してください。

裏面記載事項

払込金額(額面金額)

〒000-0000
東京都文京区後楽0-0-0

住構次R

後楽太郎

本申込証記載那項及びマンションすまい・る債のしおりを承認の上、応募いたしたく
上記のとおり申し込みます

買入消却

代表者署名欄(必ず現在の代表者が自署してください。)

ロ)Ⅱのa)から伯)までに基づき本債券の買入消却を行う
場合には、当該買入消却に係る買入代金の交付日
(以下「買入消却日」という.)に,当該買入消却
'前のωに定める利払日の翌日から当該買入消却日
までの経過期問に応じ、独立行政法人住宅金融支援
機栂の定める力法により計算した利息額を支払う
偲)利息を支払うぺき目が銀行休業日に当たるときには
その前営業日に繰り上げる.
④償還瑚日後利息、を付けない。
(D 買入消却はいつでも行うことができるものとし、住
宅金融支援機惜債券積立者が自ら稜み立て独立h政
法人住宅金融支援機構に保管の委託をしている債券
につき、同者の区分所有に係る建築物の共用部分の
改良工那を行う場合で住宅金融支援機構債券の第1
回の按立てから1年以上経過した住宅金融支援機構
債券禎立者から買入詩求があったとき又は当該建築
物に係る不慮の亊故等が発生した場合で住宅金融支
援機構債券祐立者から買入詰求があり、独立行政怯
人住宅金融支援機栂が貿入消却を認めたときは買入
消却を行うものとする
(2)買入消却の価格は、額面100円につき金1卯円とする.
伯)買入消却日が銀行休業日に当たるときは、その前営
業臼に繰り上げる.
株式会社みずほ銀行本店
株式会社みずほ銀行本店
本債券の債権者は、独立打政法人住宅金融支援機榊法
に定めるところにより、独立行政法人住宅金融支援機
栴の財産について他の債権名に先立って自己の債権の
弁法を受ける権利を有する
ただし、本債券を含めた般担保債券に係る優先弁済
権は、民法の規定による般の先取特権に次ぐものと
され、一般扣保債券同士での優先劣後の関係は無く
同願位で担保される

後楽太 R

60

00,000,000

買入消却取扱場所
兀利金支払場所
扣保

18 募集の受託会社

あらかじめ印字されている部分です信B入不要)。

※積立組合の名称又は所在地を変更する場合は、印字部分に届出印で訂正印を押印の上、枠内に

加筆修正してください。また、63-64ページをご参照いただき、併せて変更手続をお願いします。

株式会社みずほ銀行

柬京都千代田区大手町一丁目5番5月
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2回目以降の積立てを行う時

振込依頼書

金融機関に振込みを依頼された日付

を西暦でご記入ください(2か所)。

辰込期間後の手続に1 一切応じられまん。

匝亙亟]
依頼日

銀行名

0000年

預金種目

みずほ銀行本店

マンションサイハライコミグチ

銀
か機行
ら械の
打処方
電理へ

マンション債払込口

振込依

00月

〒108-6009 東京都港区港南 2 -15-1

(連絡先) 03-5252-6017

その他(別段)

00日

コウラクコーポカンリクミアイ

頼書

種目

後楽コーポ管理組合

〒000-0000東京都文京区
後楽0-0-0

口座番号

(ご連絡先氏名)

(ご連絡先電話番)

依頼日・ご依頼人のご連絡先氏名・代表者氏名)

7234262

電信振込

品川インターシティA棟

科目

あらかじめ印字さ

れている部分です

信三入不要)。

00 0000 0000

金額

内

手数料

現金

当店

他店

振込期間
平成00年00月00
平成00年00月00

※届出印を押印しないでq諮い。

10100:0000

61

所定の債券発行日に債券を発行した後、手続が完了し債券を発行した旨を。己載した「発行

通知書」(ハガキ)を機楕から積立組合の代表者の方のご自宅又は積立組合が別途指定した管

理会社あてに送らせていただきます。

積立組合控

・ご連絡先電話番号を記入してくだい。

銀行の方へ

振込期問を経過したものは付できません。

62

「振込依頼書」によりマンションすまい・る債の事務受託銀行であるみずほ銀行に振り込んでください

積立金の振込みを行った後は、この「振込金受領害」を振込みの証拠書類として、大切に保管してください。

「匝信長刀振込金受領書

振込日

銀行名

から
まで

0000年

預金種目

みずほ銀行本店

マンションサイハワイコミグチ

マンション債払込口

00月

〒108-6009 東京都港区港南2 -15-1

(連絡先) 03-5252-6017

その他(別段)

代表者の方のご氏名及

びお電話番号(日中に

連絡がとりやすいお電

話番号)をご記入くだ

さし、。

コウラクコーポカンリクミアイ

日

届出印を押印しないうにご注意ください。

後楽コーポ管理組合

〒000-0000東京都文京区
後楽0-

あらかじめ印字されている

部分です信三入不要)。

金額

口座番号

(ご連絡先氏名)

手数料

'円

:0:00}0:00:010

7234262

(ご連絡先電話番)

マンションすまい・る債

※住宅金融支援機構が定めた所
に対しては、債券発行は行わ
にかかる振込手数料は積立組
ご了承くださいなお、振込金

収入印紙

左記の金額正に受け取りました

銀行受領印

品川インターシティA棟

0000年度募集第回積立分

の期間内に有効な積立用書類の提出がない積立金の振込み
、積立組合に通知することなく返金させていただきます。返金
の負担となり、振込手数料を控除して返金いたしますので、
申込証拠金)には、債券の発行日までの利息は付きません。

右紙片(振込金受領書)は振込みの証拠書類となる書類です。

「積立手帳」とともに大切に保管してください。

お振込みいただいた積立金(申込証拠金)について、振込みに関する証明書及ぴ債券

の発行日までの残高に関する証明書を発行しません。

00( 0000) 00 0

円

ご
依
頼
人

受
取
人

(
手
数
料
は
お
客
様
の
ご
負
担
と
な
り
ま
す
。
)

(
切
り
は
な
さ
ず
に
振
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。
)

訳

取
扱
金
融
機
関
収
納
印

受
取
人

0
本
振
込
用
紙
以
外
の
使
用

は
出
来
ま
せ
ん
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0
必
ず
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信
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変更手続時(代表者の方の氏名・住所、積立組合の名称・所在地、
3 代表者以外の方の連絡先儉計担当役員等の方や管理会社制、届出日の変更の場合)
登録内容の変更届出書(元利金自動振込依頼書兼用)

記入日をご記入ください。

変更する内容が含まれる番号に0をつけ

てください。

番号に0をつけた項目について変更前の

内容をご記入ください。

※目に0をつけた場合、変更内容が氏

名・住所・電話番号のいずれか1つ

の変更であったとしても、回に含ま

れる全ての項目(氏名、住所及び電

話番号)をご記入ください。

※「積立組合名称」及び「代表者氏名」

をご記入する際は、必ずフりガナを

ご記入ください。

※太枠の中を全て記入の上、代表者が署名・押印し、1枚目・2枚目をみずほ銀行
3枚目は禎立組合控とオてぃますので送付不要です積立手帳とともに大切

書類送付先・お問合せ先(車務受託銀行)みずほ銀行証券部証券管

届出印は今後の手続(債券の買入(中途換金)の請

求や代表者変更などの各種届出等)においてご使用

いただく印で、事務受託銀行が積立組合からの真正

な申出であるか否かを確認するためにお届けいただ

くものです。

なお、届出印は原則として代表者個人の印ではなく、

下記の印となります。

<法人登記していない積立組合>

積立組合の印征里事長印等)

<法人登記している積立組合>

法人の印鑑登録のある印

住宅金融支援機構「マンシ.ンすまい・る債」登録内
住宅金融支援機構

下記太枠内についもれオ

【登録内容の変更】変更内容の該当番号を0で囲

積立組合名称積立組合所在地

〒:: '^'

※この書類のほか、ご提出いただく書類等は
24-34ページをご覧ください。

区町村名

番地

上記変更内容で0をつけた番号の箇所に
ついて、変更前をご記入(押Eのください。

ロ"

ノ

都・道・府・県

※書類の送付先を管理会社としている場合で、ご担

当の管理会社が変更となったときは、併せて「送

付先(変更・中止)依頼書」の提出により送付先

を変更する手続が必要です B5-36ページ参照)。

_テ:Ω」Ω19」.-1ΩLΩ」Ω!9.:..__.__.'...._...........
二に東京_餓廼1雇連二に1に叉京._董適卸二
区町村名
後楽0-0-0番地

号室等後楽コーポ101号室

)ー(TEL( )ー(

フりガナコウラクタロウ

口

受託銀行)証券部に送付してください。
1(みずほ銀行送付用):保管してください

東京都港区港南2-15-1 TEL:03-5252-6017三室証券事務チーム 〒108-60的

〒の変更届出書(元利金自動振込依頼書兼用)

西暦 0000年00月00日

く全てご記入・押印ください。

※15日までに変更届出書等を送付(消印有効)し、かつ、20日までにみずほ銀行証券
さい0 部に到着し、同日までに不備なく処理が終了した変更内容が翌月から反映されます

代表者以外の連絡先'届出印表者
買入請求(中途奥金)の際に、①儉言胆

当役員等の方の連絡先)に対し、機構(住

宅債券事務センター)から電話で買入請求

の一甲二をさせていただきま会計担

当役員等がいなし暘合は、会言卜1旦当以外の

役員の方を必ずご言こ入ください。また、代

表者の方か'ご司く在等の場合の緊急連絡先と

して、②(管理餅士等の連絡先)について

もご言己入ください。なお、イ弌表者以外の連

絡先として登金艮された方に積立内容等を確

認させていただくことがあります。

印

、くオ

代

後楽太郎

市・区・郡

積立組番号D 3 00000

[重要]ι獣綴論舒聖驗,一断t、黙離朝綴繞誤艇討

住宅花子
管理会社名(支店名含む)※自主管理組合の場合は

00マンション管理(株)
2管理会社等の

中央市、郡東京⑳道府県連絡先

:担当者氏担当部署名

機構三郎00課

C主)今後、上記連絡先の方に積立内容の確認等をさせていただくこと!ありますのでご了承ください

^代表者以外の連絡先

1会計担当役員等役員等氏名
の連絡先

受付日

権
限
者

63

積立組・所在地
Dぐ

フりザナ

積立組舎名称

廃止日

ぐ

い・る債の元利金について、下記の預金口座への自動振込みを依頼します(下記
:元利金自動振込先口座の変更が必要な場合には、速やかに届出を行いますの
また、この依頼書の提出に当たっては、将来どのような事故が生じましても当
膝構及び貴行に対しましては切ご迷惑、ご損害をおかけしません。

(預金種目・口座番号)

2)当座

後楽0-0-0

コウラクコーポカンリクミアイ

後楽コーポ管理組合D
〒:0:0:0:ー:0:0:0:0:

ニニニニ1東京_餓這;爵γ亘、、'、、ー、ーー叉京市適郡二
区町村名
後楽0-0-0番地

D 号室等後楽コーポ503号室

)ー(TEL( )ー(

ロウノユウコウ

代表住所
榔屋番号ミで記入)

■

■

,・・ぐ太枠内は全て記入し、押印ください。>・,
書き損じの場合は、訂正箇所に届出印を押印ください。

「積立手帳」をご覧いただき、「積立組

ぐ

電話雲゜

フり'ザナ

【元利金自動振込の依頼】
当マンション管理組合は、今後貴行において受領するマンションす
預金口座を元利金自動振込先口座として指定します。)。なお、
で、振込みの度に貴行からの入金先確認の連絡は必要ありません。
マンション管理組合がその貴任を負い、独立行政法人住宅金融支

(金融関及び店舗

ぐ代表低名 D

花L( 00 )ー( 0000)ー( 0000)

法人登有無D

振

合番号」 Bで始まる6桁の番号)をご
上f、イ゛為十奇、、ゞ',

記入ください。 .ー、、、.,、, 0'

住構次郎

込

預金口座名義

元利金自動振込先口座に)いても必ずご記入ください。

(代表者が自署してください。)

無有

先

変更する内容にかかわらず、全て記入

押印してください(フりガナも必ず

記入ください。)。

※イ弌表者氏名欄は必ず自署してください

また、届出印は鮮明に押印ください。

管理組合事務所等

00支店
:区町村名
八重洲0-0-0番地

日 支店銀1子

(フりガナ)必ずご記入くたさい。コウラクコーポ 1ンリクミアイ

後楽コーポ管理組合

0101010101010

1)普通
口座
番号

①積立組合自身の預金口座で、かっ、口座名義が管^規約に定らた立組合の名称と同一でること

②積立組合が修繕積立金管理のために使用している口座であること
③銀行、信金、信組、農協、漁協、労働金庫、ゆうちょ整の口座であること(証券会社及び保険会社の口座は指定できません。)

鋤子使用梱

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ご記入いただきましたら、 1枚目と2枚目を添付書
類(24-34ページ参R引とともにみずほ銀行証券部
あてご返送ください。
※3枚目は積立組合控となっていますので送付不要
です。「積立手帳」とともに、大切に保管してく
ださい。

: TEL( 00 )ー( 0000 )ー( 0000 )

64

1管理規約2澄記捧謄本又は全部事項証明霄 3卸鑑証明書4住民票運転免許証コピー6健康保険証コピーフ.その他(確認霄類

振込先
銀行店コード

利息、償還金及ぴ買入代金のお受取にご使用さ

れる口座の情報を正確にご記入ください」旦座

名義(フりガナを含みます。)は省略せずにご記

入ください。)。

元利金自動振込先口座について

ご指定いただく口座は、修繕積立金の管理のための口座

で、次の条件を全て満たす口座としてください。

・積立組合自身の預金口座で、かつ、口座名義が管

理規約に定められた積立組合の名称と同一である

・普通預金又は当座預金(定期預金、金銭信託等は

ご指定できません。)

・銀行のほか、信用金庫、信用組合、農業協同組

漁業協同組合、労働金庫、ゆうちょ銀行等の
^

Cコ、

国内店舗の口座信正券会社及び保険会社の口座は

ご指定できません。)

＼
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4 変更手続時(元利金自動振込先口座のみの変更の場合)

登録内容の変更届出書(元利金自動振込依頼書兼用)

記入日をご記入ください。

記入不要

※太枠の中を全て記入の上、代表者が署名・押印し、1牧目・2枚目をみずほ銀行(事
3枚目は秡立組合控とオていますので送付不要です積立手帳とともに大切1

書類送付先・お問合せ先(事務受託銀行)みずほ銀行証券部証券管

「・・・・・く太枠内は全て記入して<ださい。>ー・・・:

利息、償還金及ぴ買入代金のお受取にご使用さ

れる口座の情報を正確にご記入ください」旦座

名義(フりガナを含みます。)は省略せずにご

記入ください。。

元利金自動振込先口座について

ご指定いただく口座は、修繕積立金の管理のための口

座で、次の条件を全て満たす口座としてください。

積立組合自身の預金口座で、かつ、口座名義が

管理規約に定められた積立組合の名称と同一で

ある

・普通預金又は当座預金(定期預金、金銭信託等

はご指定できません。)

・銀行のほか、信用金庫、信用組合、農業協同組

漁業協同組合、労働金庫、ゆうちょ銀行等

の国内店舗の口座(証券会社、保険会社の口座

はご指定できません。)

住宅金融支援機構「マンシ.ンすまい・る債」登録内
住宅金融支援機構

銀行使用欄確認書類 1管理燃北.登記簿謄本又は全部事項証明霄3邱鑑証明書4住民票ε

西暦 0000年00月00日ノ^ ^^

下記太枠内につぃもれ全てご記入・押印ください。

【登録内容の亦更】赤更内容の誰当番号を0で囲んでくオさい。※倫、鴇喜[声J長見雫漂鳥燮凝凱条学b雀金'闘径到緊t製課又誓学
'届出印代表者 代表者以外の連絡先積立組合名称積立組合所在地

.' : 1T:

変更する内容にかかわらず、全て記入

押印してください(フりガナも必ず

記入ください。)。

※代表者氏名欄は必ず自署してください

また、届出印は鮮明に押印ください。

買入請求(中途換金)の際に、①(会

計担当役員等の方の連絡先)に対し、

センターから

話で買入請求の意思確認をさせていた

だきます。会計担当役員等がいない場

合は、会計担当以外の役員の方を必ず

ご記入ください。また、代表者の方が

ご不在等の場合の緊急連絡先として、

②(管理会社等の連絡先)1こついてもご

記入ください。なお、代表者以外の連

絡先として登録された方に積立内容等

を確認させていただくことがあります。

、^^ー^ーー^ーーー^ー^ーーー^^ー^^^^^^^^^^ー^●

ご記入いただきましたら、 1枚目と2枚目を添付書

類(27ページ参§引とともにみずほ銀行証券部あて

ご返送ください。

※3枚目は積立組合控となっていますので送付不要

です。「積立手帳」とともに、大切に保管してく

ださい。

※この書類のほか、ご提出いただく書類等は27ページをご覧ください。

区町村名
地

上記変更内容で0をつけた番号の箇所に
ついて、変更前をご記入(押印)ください。

^

Cコ、

、ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー..

受付日

都・道・府・県

印

:ー:T:

受託銀行)証券部に送付してください
1(みずほ銀行送付用)保管してください

室証券事務チーム 東京都港区港南2-15-1 TEL:03-5252-6017〒108-6009

の変更届出書(元利金自動振込依頼書兼用)
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区町村名

番地

号室等

TEL(

フりガナ

都・道・府・県

市・区・郡

積立組合番号 D

振込先
銀行店コード

^代表者以外の連絡先

1会計担当役員等役員等氏名
の連絡先

規約に定めらた立組合の名と同一であること

ること。
の口座であること(証券会社及び保険会社の口座は指定できません。)。

転免許証コピー 6健康保険証コピーフ.その他(

)ー(

65

積立組合所在地

住宅花子 TEL( 00 )ー( 0000 )ー( 0000 )

管理会社名(支店名含む)※自主管理組合の場合は管理組合事務所等

00マンション管理(ガ) 00支店
区町村名2管理会社等の
八重洲0-0-0中央市郡東庁、⑳道・府県 番地連絡先

担当者氏名担当部署名
機構三郎00課 花L( 00 )ー( 0000)ー( 0000)

C主)今後、上記連絡先の方に積立内容の確認等をさせてぃただくこと力ありますのでご了承ください。

元利金自動振込先口座にtいても必ずご記入ください。

市・区・郡

フリ

積立組'

3

ぐ

ナ

名称

区町村名
後楽0-0-0番地

コウラクコーポカンリクミアイ

代表住所
(部屋番号1 で記入)

D 後楽コーポ管理組合
.テ._:.Ω」Ωミ9」,フ!9L9」Ω1Ω;___.___.__..._.................'...、
ニニに_二東京_@這;府・県叉臣市;区郡"

ぐ

区町村名

番地

D 号室等

TEL(電話ぢ
フり'ナ

【元利金自動振込の依頼】
当マンション管理組合は、今後貴行において受領するマンションすi.'る債の元利金にっいて、下記の預金口座への自動振込みを依頼します(下記

預金口座を元利金自動振込先口座として指定します。)。なお、今ナ、_.ハよ、口こ、、_や、・t 、行
マンション管理短厶がその貴任を負い!独立行政法人住宅金融支覆極及赤貴行に対しましては切ご迷愈、ご損害をおかけしません

(金融機関び店舗) (預金種目・口座番号)

2)当座

ぐ代表キ氏名 D

法人登言有無 D

後楽0-0-0

後楽コーポ101号室

)ー(

振

ウ

後楽太郎
(代表者が自署してください。)

有無

込

「・<太枠内は全て記入し、押印ください。>・1
1 書き損じの場合は、訂正箇所に届出印を押印ください。 1

「積立手帳」をご覧いただき、「積立組

預金口座名義

ラク

先

タ

日 支店銀行

(フりガガ必ずご記入ください。コウラクコーポブンリクミアイ

後楽コー!管理組合

ロウ

合番号」 Bで始まる6桁の番号)をご

記入ください。

①積立組合自身の預金口座で、かつ、口座名義が卸

②積立組合が修繕積立金管理のために使用している口座で
③銀行、信金、信組、農協、漁協、労働金庫、ゆうちょ銀市

廃止日

担
当
者

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
'
1
■
'
'
'
1
t
1
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

適.一
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県

.

.

.

00
Ω
道

0
品一京

0
軌
東
.
,
、

0
Ω

'
■
閥
一
噐

再
鑑

Ω一丁

(

届
出
印

権
限
者

い
た
さ
い
た
て
く
せを黙

②
し
、
断

1
申
、
と
合
な
場
タ
の
一
更
デ

の
は
か
糊
れ
い
ず
な
い
が
2
入

、
ー

ー
ご

担
当
者

0000000

通

座
号

ー
ロ
番

再
鑑

一
.

権
限
者

()

備
考



5 買入請求(中途換金の申出)をする時

債券買入請求書

※複数の積立をされている場合は、

積立手帳ごとに作成してくださ
い。

積立組合の名称・所在地をご記入ください。

代表者の方の氏名を自署してください(ゴ

ム印司ミ可)。

会計担当役員等の方の氏名・連絡先を必

ずご記入ください。機構住宅債券事務セ

ンターより買入請求の意思確認をさせて

いただきます。なお、意思確認がとれ次

第、買入請求の手続を進めさせていただ

きます(買入請求の意思確認ができない

場合は、買入代金及び経過利息をお支払

できませんのでご了承ください。)。日中

ご連絡のとれる連絡先をご記入ください。

※太枠の中を自署にて記入・押印し、1枚目・ 2枚目をみずほ銀行(事義託銀行)証券部あて送付してください。

住宅金支機構「マンションすまい・る債」

債券買請求

独立行政法人住宅金融支援機構御中

西斥

私どもマンション管理組合が積み立てている「マソションまい・る債」の買入消却を、

(申請者)

積み立てた債券全てについて中途換金

をご希望する場合は「U に0をつけ

てください。

また、今後積立ての継続をご希望さ

れる場合は「希望する」に、積立ての

継続をご希望されない場合は「希望し

ない」に0をつけてください。

積み立てた債券の一部について中途換

金をご希望される場合は「2」に0を

つけてください。

また、中途換金をご希望する口数及

び金額をご記入ください(1 口は50万

円(2002年度以前の積立開始分は10

名 称

代表者氏名
印(自署)

※日に連絡がとれる左役員等のの絡ご記入ください。役員等氏名(フりガナ)会計担当役員
住宅花子 TEL ( )ー( 0000 )ー( 0000 )等の連絡先

をご記入ください。複数の積立手帳にわたる場合は、積立手(注1)「積立手帳番号」欄には、買入請求する積立手帳番
帳番号ごとに作成してください。

(注2)「名称」・「所在地」、「代表者氏名」欄には、現在届出られている内容を最新の「残高証明書」等でご確認の上、
ご記入ください。なお、代表者氏名に変更がある園には、変更後の内容でご記入ください。別途、代表者変更
手続が必要です。

(注3)「届出印」欄には、お届け印を押印してください。
(注4)「会計担当役員等の連絡先」欄には、現在の会計担役員など、理事長以外の役員等氏名を必ずご記入ください。
機構より買入請求の意思確認をさせていただくとともに、今回ご記入いただいた連絡先に登録内容を更新させて
いただきます。

(買入請求の内容)選択する番号、内容に0をご記入の、必要項目をご記入ください。

※1
1.全部(今後の積立継続を希望す希望しない)

※1・この欄にご記入されていない合は、積立継続希望とさせていただきます。

・10回の積立てを完了又は積てを中止している場合は、「希望しない」に0を付けてください。

10 0 500 万円)地買入請求額 一部(2

・1口から買入可能です。※2

・1口あたりの金額は、積立番号により異なりますので、ご注意ください。

(積立手帳番号(10桁)の下桁が 11→ 10100 万円、 12→ 1050 万円)

1.共用部分の修繕工事費用に充てる

買入れの理由 2.共用部分の修繕工事に係る借入金 返済に充てる。
〕(伺上管理組合が解散する。)3.その他〔

(注1)最新の「残高証明害」、「買入計算書」で現在の残痕 ご確認の上、買入請求額欄に必要事項をご記入ください。
(注2)買入請求額欄で「2.一部」を選択された場合、秘 立てた時期の古い順に債券を買入消却します。
(注3)以下の債券は、買入消却の対象となりません。
・発行から2か月以内の債券(第2回~第 10回の、て)
・買入代金の支払日が満期償還月と同じ月(発行ら10年後の2月)となる債券

【本請求書ご提出にあたって】
・買入求のお手には、本求婁のほかに、「積立手帳」ご提出が必要です。
・積立組合の名称と積立手帳番号はお客さまを特定する大な項目ですので、積立手帳と照合し、省略、記入もれ、お
間違えのないよう特にご注意ください。
・買入代金は、ご指定いただいている「元利金自動振込先」に振込みます。
・本請求書と「積立手帳」を1日から 15日(消印有効)まで1送付し、かつ、20日(銀行休業日に当たる場合は前営業日)
までにみずほ銀行証券部に到着し、内容に不備がなく、機にょる買入請求の意思確認がとれたものは、翌月10日(銀
行休業日に当たる場合は前営業日)にお振込みします。意確認後に発送する買入計算書にて、買入内容と振込予定日
をご確認ください。
・「元利金自動振込先口座」に変更がある場合は、「登録内の変更届出書(元利金自動振込依頼書兼用)」を併せてご提
出願います。このお手続が買入請求と同時にされなかっ1場合には、買入代金の振込みが遅れたり、送金戻り及び再
送金に係る組戻・振込手数料をいただくことがあります。

所在地

※この書類のほか、積立手帳(原本)か必要となります。詳しくは19ページをご覧ください。

万円単位でご記入ください。

後楽コーポ管理組合

000-0000

東京都文京区後楽

住構次郎

※1口の積立額の単位は

積立手帳番号(10桁)の下2桁が

11→ 10100万円

12→ 1050万円

100万円)で、口数単位のご希望とし

てください。)。

積立手帳
番 号

-0 0

67

①(みずほ銀行送付用)

権限者

年

下記の内容のとおり請求します。

0100'00 ρ

精査

買入れの理由の該当する番号に0をつけ

てください。なお、 B.その他」に0

をつけた場合は、具体的な理由を括弧内

にご記入ください。

担当者

0.010,0

照

印

記入日をご記入ください。

(金融機関使用欄)

ご記入いただきましたら、 1枚目と2枚目を添付書

類(19ページ参§引とともに、「積立手帳」と一緒

にみずほ銀行証券部あて、ご返送ください。

※3枚目は積立組合控となつていますので送付不要

です。「積立手帳」とともに、大切に保管してく

ださい。

68

「積立手帳」をご覧いただき、「積立手帳

番号」をご記入ください。

届出印を鮮明に押印ください。

※この記入例は、2003年度以降の積立開

始分(1050万円単位)の場合です。

2002年度以前の積立開始分は 10100

届
出

合

〒

積
立
組
合
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マンションすまい・る債に関するお問合せ先
【「マンションすまい・る債」の積立てに関するお問合せに当たって】

積立金振込期間後の手続には一切応じられませんので、ご注意願います。

なお、積立用書類の到着確認に関するお問合せには応じかねます。期限には余裕をもってご送

付くださいますよう、お願いします。

マンションすまい・る債の募集内容や残高証明書の内容に関するお問合せ先

住宅金融支援機構お客さまコールセンター住宅債券専用ダイヤル

0120-0860-23
※このしおりでは、住宅債券専用ダイヤル』と記載しています。

●営業時間 9:00~17:00 (士日、祝日、年末年始は休業)

●ご利用いただけない場合(海外からの国際電話など)は、次の番号におかけください(通

話料金がかかります。)。

電話:048-615-2323

●月曜日や祝日明けはお電話が混み合って、つながりにくい場合がありますのでご了承くだ

さし、。

●お電話の内容は、相談サービスの質の向上と内容を正確に承るため、録音させていただい

ております。

●お電話がつながると自動音声が流れますので、rU を押してください。ご案内の途中で

押していただいてもおつなぎすることができます(ダイヤル回線の方は、「*」ボタンや

「#」ボタン等を押してプッシュトーンに切り替えてください。)。

■積立開始後の残高などの照会につきましては、お客さま情報保護の観点から、登録いただいて

いる積立組合の代表者の方征里事長等)及び委託を受けている管理会社の方に限り回答していま

す。このため、電話照会時に、積み立ていただいている積立手帳番号、積立組合名や代表者の方

の氏名など(このほか、委託を受けている管理会社の方には管理会社名など)あらかじめ登録いた

だいた積立内容のわかる事項等の確認をさせていただいております。この確認ができない場合、

ご照会にお答えできませんので、ご了承ください。

マンションすまい・る債の積立用書類の返送先・積立手続事務の取扱いに関するお問合せ

みずほ銀行証券部証券管理室証券事務チーム(事務受託銀行)

〒108-6009 東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟 Te :03-5252-601
※このしおりでは、「みずほ銀行証券音剛と記載しています。

住宅金融支援機構ホームページ(マンション管理組合のお客さま向けぺージ)

hせPS://VVVVVV.jhf.目0.jp/10an/kanrvsmile/index.html
※「マンションすまい・る債」の最新情報や各種手続をご覧いただけるほか、変更届等の書式がダウンロ
ドできます。

融援機キ
Japan Housing FinanceAgency


